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旧
民
法
・
現
行
民
法
の
条
文
対
照
表

　
　
　
　
旧
民
法
財
産
編
総
則
・
物
権
部
e

七

戸

克

彦

一
　
「
旧
民
法
・
現
行
民
法
の
条
文
対
照
」
補
遺

旧民法・現行民法の条文対照表

一二

「
旧
民
法
・
現
行
民
法
の
条
文
対
照
」
補
遺

旧
民
法
・
現
行
民
法
の
条
文
対
照
表

　　　　　　 　

54321二一　　　　　） ）

旧
民
法
財
産
編
総
則

旧
民
法
財
産
編
物
権
部

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

所
有
権

用
益
権
、
使
用
権
及
ヒ
住
居
権

賃
借
権
、
永
借
権
及
ヒ
地
上
権

占
　
有

地
役
（
六
十
九
巻
十
一
号
）

（
以
上
本
号
）

（
六
十
九
巻
十
号
）

　
本
稿
は
、
本
誌
掲
載
の
拙
稿
「
旧
民
法
・
現
行
民
法
の
条
文
対
照
－

付
・
条
文
対
照
表
（
旧
民
法
財
産
編
総
則
・
物
権
部
）
1
」
法
学
研
究

六
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
一
月
）
一
一
一
頁
以
下
よ
り
接
続
す
る
、
旧

民
法
財
産
編
総
則
・
物
権
部
部
分
の
条
文
対
照
表
を
掲
載
す
る
も
の
で
あ

る
。
図
表
の
形
式
は
、
ー
若
干
補
正
し
た
個
所
が
あ
る
た
め
、
改
め
て

初
条
よ
り
掲
記
し
た
が
ー
、
基
本
的
に
は
前
稿
掲
載
の
も
の
と
変
わ
る

と
こ
ろ
は
な
い
。
従
っ
て
、
本
「
対
照
表
」
に
お
い
て
使
用
し
た
文
献
の

「
解
題
」
並
び
に
図
表
に
関
す
る
「
凡
例
」
に
関
し
て
は
、
前
稿
を
参
照

い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
前
稿
に
お
け
る
過
誤
の
訂
正
、
及
び
、

前
稿
執
筆
後
の
調
査
に
よ
り
新
た
に
判
明
し
た
事
項
に
関
す
る
若
干
の
補
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遺
を
行
い
た
い
。

　
な
お
、
以
下
の
本
文
各
章
の
表
題
及
び
段
落
冒
頭
の
数
字
（
【
1
】

【
2
】
…
…
）
は
、
前
稿
の
そ
れ
に
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
括
弧
内
の

頁
数
は
、
前
稿
の
当
該
頁
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
（
2
）
　
仏
文
『
草
案
注
釈
』
第
一
巻
（
第
二
版
）
（
後
掲
資
料
A
②
）
」

【
n
】
（
二
九
頁
）
「
…
…
刊
行
予
定
書
籍
の
表
記
に
相
違
が
見
ら
れ
る
」

と
の
記
載
を
削
除
し
（
こ
れ
は
慶
大
蔵
本
の
当
該
頁
の
落
丁
と
考
え
ら
れ

る
た
め
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
稿
一
六
〇
頁
注
（
2
8
）
、
一
六
二

頁
注
（
5
2
）
参
照
）
、
「
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
肩
書
の
表
記
等
に
相
違
が
見
ら
れ

る
」
に
訂
正
す
る
。

　
第
二
期
刊
行
の
五
巻
か
ら
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
活
版
本
の
う
ち
、
ま
ず
、
財

産
編
人
権
部
に
関
す
る
第
二
巻
（
第
二
版
）
に
関
し
て
は
、
異
本
が
存
在

す
る
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
野
村
豊
弘
教
授
が
近
時
の
論
文
に
お
い
て

参
照
さ
れ
る
同
書
の
「
表
紙
に
は
、
発
行
年
に
つ
い
て
、
一
八
八
三
年
と

い
う
西
暦
に
よ
る
表
示
の
ほ
か
に
、
《
図
＜
．
＞
Z
Z
国
国
U
国
ζ
田
冒
》
（
明

治
一
五
年
“
西
暦
一
八
八
二
年
）
と
い
う
表
示
も
あ
り
、
い
ず
れ
が
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
の
か
明
ら
か
で
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

筆
者
（
七
戸
）
が
参
照
し
得
た
第
二
巻
（
第
二
版
）
の
表
紙
の
記
載
は
、

何
れ
も
《
×
≦
．
＞
Z
Z
国
国
U
国
ζ
国
ご
一
》
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
じ
く
第
二
期
刊
行
本
の
う
ち
、
第
三
巻
（
一
八
八
八
年
刊

行
）
に
つ
き
、
慶
大
蔵
本
の
表
紙
及
び
扉
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
の
肩
書
は
《
℃
δ
隔
o
ω
ω
Φ
＝
『
凶
閃
議
α
q
ひ
帥
冨
閃
8
三
鼠
α
Φ
U
δ
一
房
α
①

評
誘
》
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宗
文
館
書
店
に
よ
る
復
刻
版
は
、
出
版

年
に
お
い
て
は
慶
大
蔵
本
と
同
様
の
一
八
八
八
年
な
が
ら
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー

ド
の
肩
書
は
　
《
零
9
窃
器
一
旨
『
o
口
9
巴
お
帥
冨
閃
8
三
融
α
①
U
『
9
房

3
℃
碧
置
》
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
パ
リ
大
学
か
ら

名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
さ
れ
る
の
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

月
一
四
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
年
の
刊
行
年
表
記
の
あ
る
宗
文

館
書
店
復
刻
版
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
肩
書
を
《
ギ
9
霧
器
弩
ぎ
8
学

巴
お
》
と
表
記
し
て
い
る
の
は
、
辻
棲
が
合
わ
な
い
。
宗
文
館
書
店
復
刻

版
は
、
お
そ
ら
く
一
八
八
九
年
に
（
プ
ロ
ジ
ェ
第
四
巻
・
第
五
巻
の
刊
行

と
共
に
？
）
新
た
に
刷
り
直
さ
れ
た
版
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
、
こ
の
第
二
期
刊
行
本
に
関
し
て
は
、
第
四
巻
（
債
権
担
保
編
部

分
）
・
第
五
巻
（
証
拠
編
部
分
）
に
つ
い
て
も
、
異
本
が
存
在
す
る
。
筆

者
の
知
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
東
大
法
学
部
箕
作
文
庫
所
蔵
の
二
冊
で
あ

っ
て
、
そ
の
一
は
、
第
四
巻
と
第
五
巻
の
合
冊
本
で
あ
り
（
箕
作
G。
ω
刈
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
後
の
製
本
の
際
に
合
冊
さ
れ
た
も
の
か
）
、
い
ま

一
つ
は
、
第
五
巻
に
つ
き
、
慶
大
蔵
本
及
び
宗
文
館
書
店
の
復
刻
版
に
は

存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
倉
力
国
句
＞
O
国
》
を
巻
末
に
収
録
し
た
版
で
あ
る

（
同
じ
く
箕
作
ω
ω
刈
）
。
右
倉
勾
国
問
》
O
国
》
の
内
容
は
、
後
の
第
三
期
刊

行
の
プ
ロ
ジ
ェ
「
新
版
」
第
一
巻
（
前
稿
【
4
2
】
。
図
表
B
④
）
冒
頭
に

収
録
さ
れ
た
倉
力
国
句
》
O
国
》
と
類
似
す
る
箇
所
も
存
す
る
が
、
し
か
し

な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
一
致
し
な
い
部
分
の
方
が
多
い
。
ま
た
、
プ
ロ

ジ
ェ
「
新
版
」
第
一
巻
所
収
の
倉
幻
国
問
》
O
国
》
の
日
付
が
、
旧
民
法
公

布
後
の
《
ω
。
冒
≡
①
二
〇
〇
8
》
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
所
収
倉
刀
甲
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閃
＞
O
国
》
の
日
付
は
そ
の
一
年
前
、
即
ち
、
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
案

が
元
老
院
に
下
付
さ
れ
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
に
一
時
帰
国
す
る

直
前
の
時
期
で
あ
る
（
《
↓
ひ
ざ
ρ
曽
麩
三
一
〇。
o。
P
O
9
甲
》
）
。

　
従
っ
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
を
引
用
す
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
異
本
問
題
を
考
慮

し
て
、
何
れ
の
蔵
本
を
参
照
し
た
か
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
こ
の
点
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
代

の
全
て
の
文
献
に
つ
い
て
成
り
立
つ
事
柄
で
あ
る
。

　
「
2
　
元
老
院
（
後
掲
資
料
B
⑥
⑦
⑧
）
」

【
1
7
】
（
一
二
二
頁
）
「
㈲
　
国
立
校
文
書
館
蔵
『
公
文
類
聚
』
第
一
四
巻

之
八
一
所
収
『
民
法
草
案
』
（
活
版
、
三
冊
）
」
を
「
㈲
H
」
と
し
、
そ
の

前
行
に
、
次
の
文
献
を
追
加
す
る
。

㈲
1
　
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
民
法
草
案
修
正
文

　
　
　
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
民
法
草
案
修
正
文

　
　
　
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
民
法
草
案
修
正
文

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
（
活
版
、
三
冊
）

　
右
資
料
㈲
1
は
、
資
料
㈲
H
と
同
一

介
し
た
資
料
㈲
H
は
、
要
す
る
に
、

ま
た
、

の
条
文
の
前
に
移
し
た
上
で
、

　
な
お
、
資
料
㈲
1
の
第
一
巻
の
表
紙
に
は

収
」
の
書
入
が
、
第
二
巻
の
表
紙
に
は

自
第
五
百
一
條

至
第
八
百
十
三
條
』

自
第
八
百
十
四
條

至
第
千
百
條
　
　
』

自
第
千
百
一
條

至
第
千
五
百
二
條
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
印
刷
物
で
あ
っ
て
、
前
稿
で
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
料
㈲
1
各
巻
の
表
紙
を
取
り
外
し
、

そ
の
第
二
巻
・
第
三
巻
巻
末
に
存
在
し
た
目
次
を
各
々
の
部
・
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
合
綴
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
明
治
十
九
年
三
月
三
日
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
明
治
十
九
年
三
月
三
十
日
領

収
」
の
書
入
が
、
第
三
巻
の
表
紙
に
は
「
明
治
十
九
年
四
月
十
二
日
領

収
」
の
書
入
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
資
料
㈲
H
と
共
に
『
公
文
類
聚
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
民
法
編
纂
局
総
裁
大
木
喬
任
の
上
申
書
の
欄
外
に
は
、

「
法
制
局
第
一
九
八
号
」
「
四
月
十
二
日
」
の
整
理
番
号
及
び
日
付
が
書
き

込
ま
れ
て
い
る
。

　
と
な
れ
ば
、
民
法
編
纂
局
案
の
内
閣
へ
の
提
出
時
期
に
関
し
て
も
、
従

来
の
学
説
に
お
い
て
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
大
木
の
上
申
書
・
副
申
書

に
あ
る
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
三
月
三
一
日
で
は
な
か
っ
た
、
と
い

う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
↑
り
大
木
の
上
申
書
・
副
申
書
、

ボ
ワ
ソ
ナ
！
ド
の
意
見
書
、
草
案
の
全
て
が
、
三
月
三
一
日
で
は
な
く
し

て
四
月
一
二
日
に
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
＠
大
木
の
上
申

書
・
副
申
書
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
書
、
草
案
の
財
産
編
物
権
部
・
人

権
部
（
閥
資
料
㈲
1
の
第
一
巻
・
第
二
巻
相
当
部
分
）
は
三
月
三
一
日
に

提
出
さ
れ
た
が
、
草
案
の
財
産
取
得
編
部
分
（
U
資
料
㈲
1
の
第
三
巻
相

当
部
分
）
に
関
し
て
は
四
月
一
二
日
に
追
完
さ
れ
た
、
と
の
二
つ
の
仮
説

が
成
り
立
ち
得
る
が
、
何
れ
も
、
現
段
階
で
は
こ
れ
を
裏
づ
け
る
だ
け
の

資
料
に
乏
し
い
。

　
な
お
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
料
㈲
H
に
は
、
毛
筆
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

書
込
（
訂
正
）
個
所
が
存
在
す
る
が
、
右
訂
正
個
所
は
、
国
立
公
文
書
館

所
蔵
の
元
老
院
関
係
資
料
．
明
治
＋
九
年
／
圖
書
部
（
躍
．
出
版
．
受

納
）
／
第
一
課
記
録
掛
』
中
に
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
正
誤
表
に
一
致
す
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
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「
（
2
）
仏
文
『
草
案
』
（
英
訳
原
典
）
後
掲
資
料
A
③
）
」

【
2
5
】
（
二
二
〇
頁
）
資
料
㈲
を
「
㈲
n
」
と
し
、
そ
の
前
行
に
、
次
の
文

献
を
追
加
す
る
。

㈲
1
　
勺
閃
○
葛
↓
＼
U
閏
O
O
U
国
9
＜
F
＼
勺
○
¢
胃
い
．
国
ζ
℃
舅
国
U
d

　
　
　
一
＞
℃
O
Z
＼
B
『
言
O
、
．
ω
○
一
ω
ω
O
Z
＞
U
φ
＼
ギ
o
賄
o
ω
ω
Φ
ξ
－
m
讐
－

　
　
　
猪
0
帥
一
四
閃
8
三
一
α
Φ
9
0
即
α
o
評
ユ
幹
＼
団
コ
ヨ
一
ω
ω
一
8
き

　
　
　
一
碧
o
p
＼
↓
O
竃
国
℃
力
国
ζ
日
力
＼
U
団
ω
国
国
Z
ψ
＼
↓
○
困
○
＼

　
　
　
×
図
。
》
2
Z
国
国
U
国
§
ミ
＼
一
〇。
o
。
S
＼
↓
ミ
亀
§
蹴
§
鳴
ミ
魯
讐
o
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
亀
貸
R
ご
§
惹
ω
鴨
這
駄
O
勲

　
右
表
題
に
は
、
《
↓
O
ζ
国
℃
力
国
ζ
目
力
＼
U
国
oo
国
国
Z
o
o
》
と
あ
る
が
、

本
文
献
に
は
、
第
二
編
（
財
産
編
）
総
則
・
物
権
部
・
人
権
部
、
及
び
、

第
三
編
（
財
産
取
得
編
）
前
半
の
全
条
文
（
一
条
－
一
一
〇
〇
条
）
が
収

録
さ
れ
て
い
る
（
条
文
の
み
を
掲
載
す
る
も
の
で
注
釈
は
な
い
）
。
ま
た
、

そ
の
内
容
は
、
筆
者
の
瞥
見
し
た
限
り
で
は
、
前
稿
に
て
紹
介
し
た
一
八

八
九
年
刊
行
の
英
訳
原
典
と
思
し
き
資
料
㈲
H
（
“
図
表
A
③
）
と
同
一

で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
但
し
、
本
資
料
㈱
1
に
あ
っ
て
は
、
資

料
㈲
H
に
存
在
し
た
　
《
Z
O
O
＜
国
い
い
国
　
O
O
勾
菊
国
O
↓
δ
Z
ω
　
＞
q
図

↓
O
言
国
ω
一
．
・
国
↓
目
．
》
は
、
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
後
掲
図
表
中
A

③
「
零
o
憲
（
一
。。
。

。
。
）
」
（
目
資
料
㈲
n
）
の
記
載
は
、
修
正
前
の
条
文
に

関
し
て
は
「
零
9
9
（
一
〇。
o
。
刈
）
」
（
“
資
料
㈲
1
）
と
読
み
替
え
て
い
た
だ

き
た
い
。

　
な
お
、
前
稿
に
お
い
て
は
、
資
料
㈲
H
掲
載
の
条
文
（
修
正
前
の
も

の
）
が
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
一
二

月
よ
り
開
始
さ
れ
る
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
第
一
回
審
議
原
案
の
仏
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

原
典
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
を
提
示
し
て
お
い
た
が
、
資

料
㈲
1
の
存
在
か
ら
、
右
仮
説
は
、
よ
り
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

「
2
　
一
兀
老
院
（
後
掲
資
料
B
⑪
⑫
⑬
）
」

【
3
2
】
（
一
三
四
頁
）
資
料
㈲
を
「
㈲
1
」
と
し
、
こ
れ
と
資
料
㈲
の
間
に
、

次
の
文
献
を
追
加
す
る
。

曾
東
大
法
学
部
蔵
．
民
法
草
案
財
産
轡
）
（
霧
。
・
。
、
・
。
琶

㈲
皿
　
筑
波
大
穂
積
文
書
『
民
法
草
案
財
産
編
』

　
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
案
一
元
老
院
下
付
案
（
B
欄
⑪
。
前
稿

【
32
】
参
照
）
・
再
下
付
案
（
B
欄
⑫
。
前
稿
【
3
3
】
参
照
）
・
上
奏
案

（
B
欄
⑬
。
前
稿
【
3
4
】
参
照
）
と
思
し
き
四
冊
本
は
、
証
拠
編
部
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

除
け
ば
何
れ
も
同
一
印
刷
物
で
あ
っ
て
、
変
更
・
修
正
は
、
そ
の
上
に
な

さ
れ
た
書
込
個
所
の
相
違
と
し
て
現
れ
て
い
た
。
上
記
資
料
㈲
H
・
㈲
皿

は
何
れ
も
、
こ
の
四
冊
本
の
う
ち
の
第
一
冊
部
分
に
当
た
り
、
内
容
か
ら

判
断
す
る
限
り
、
元
老
院
民
法
審
査
委
員
会
・
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会

に
よ
る
修
正
を
受
け
る
前
の
案
（
1
1
資
料
B
⑪
）
と
推
測
さ
れ
る
。

「
3
　
枢
密
院
（
後
掲
資
料
B
⑭
⑮
）
」

【
3
9
】
（
一
三
七
頁
）
「
こ
の
段
階
で
の
諸
草
案
に
関
し
て
は
、
国
立
公
文

書
館
『
公
文
類
聚
』
第
一
四
巻
之
八
五
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
立
公
文

書
館
所
蔵
、
枢
密
院
関
係
資
料
『
F
．
決
議
』
関
係
文
書
（
邸
》
　
一
叩
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＝
－
薗
明
額
」
の
誤
植
。

　
上
述
の
元
老
院
段
階
で
の
諸
議
案
と
同
様
、
枢
密
院
段
階
で
の
諸
議
案

も
、
資
料
上
に
お
い
て
は
、
同
一
の
印
刷
物
に
お
け
る
、
書
込
個
所
の
差

異
と
な
っ
て
現
れ
る
。
前
稿
執
筆
段
階
で
は
、
こ
の
う
ち
、
国
立
公
文
書

館
所
蔵
の
二
種
の
文
献
（
【
3
9
】
資
料
㈲
・
資
料
㈲
）
を
確
認
し
た
の
み

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
、
他
に
も
同
一
の
印
刷
物
で
あ
っ
て
書

込
内
容
の
異
な
る
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
を
、
書
込

の
少
な
い
も
の
（
旺
成
立
に
お
い
て
古
い
も
の
？
）
か
ら
順
に
列
挙
す
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

㈲
1
　
東
大
法
学
部
蔵
『
民
法
財
産
編
』
（
閃
。
O
。
o。
－
o。
ミ
一
）

㈲
n
　
東
大
法
学
部
箕
作
文
庫
蔵
『
民
法
』
（
箕
作
9
G。
）

㈲
皿
　
東
大
法
学
部
箕
作
文
庫
蔵
『
民
法
』
（
箕
作
㎝
＆
）

　
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
そ
の
書
込
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
何
れ
も
、
前

稿
に
て
紹
介
し
た
、
資
料
㈲
枢
密
院
決
議
案
、
資
料
㈲
最
後
修
正
本
よ
り

も
前
の
も
の
と
解
さ
れ
る
が
（
従
っ
て
、
前
稿
資
料
㈲
は
こ
れ
を
資
料

「
㈲
W
」
に
修
正
す
る
）
、
な
か
ん
ず
く
興
味
深
い
の
は
上
記
資
料
㈲
皿
で

あ
っ
て
、
右
資
料
の
書
込
個
所
は
、
議
案
に
関
す
る
二
回
の
本
会
議
（
明

治
二
二
年
三
月
一
一
日
、
二
五
日
）
の
間
に
開
催
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
枢
密
院
総
委
員
会
」
（
「
枢
密
院
臨
時
協
議
会
」
と
呼
称
す
る
文
献
も
あ

る
）
段
階
で
の
修
正
と
推
測
さ
れ
る
。
右
資
料
と
の
関
係
に
お
い
て
、
枢

密
院
段
階
で
は
議
案
に
は
修
正
は
加
え
ら
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
従
来

　
　
　
　
（
n
）

の
学
説
の
立
場
は
、
い
ま
一
度
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

「
四
　
結
　
語
」

【
5
8
】
i
【
6
0
】
（
一
五
三
頁
－
一
五
六
頁
）
。
こ
こ
で
は
、
旧
民
法
が
概

ね
フ
ラ
ン
ス
法
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
行
民
法
は
比

較
法
の
産
物
で
あ
る
と
す
る
、
従
来
の
学
説
の
対
比
的
理
解
に
つ
い
て
付

言
し
て
お
き
た
い
。

　
学
説
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
と
現
行
民
法
と
の
間
に
は
、
参
照
さ

れ
た
立
法
例
の
種
類
な
い
し
多
寡
、
及
び
、
参
照
立
法
例
に
対
す
る
比
重

の
置
き
方
に
関
し
て
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
確
か
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
お
け
る
草
案
起
草
の
基
本
方
針
は
フ
ラ
ン

ス
法
中
心
主
義
、
即
ち
、
基
本
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
従
い
つ
つ
、
そ

の
欠
陥
に
つ
き
そ
の
後
の
新
立
法
ー
イ
タ
リ
ア
民
法
・
ベ
ル
ギ
ー
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

法
・
ド
イ
ッ
民
法
1
に
よ
っ
て
補
正
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
起
草
中
に
ド
イ
ッ
民
法
典
は
公
布
を
見
な

か
っ
た
た
め
、
結
局
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
こ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
は
な
か
っ

（
1
3
）た

。①
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
第
一
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
ド
イ
ッ
法
の

立
場
を
全
く
参
照
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
従
来
よ
り
の
理
解
は
、
改
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
不
動
産
登
記
簿
の
編
成
に
関
し
て
、
ボ
ワ

ソ
ナ
ー
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ベ
ル
ギ
ー
の
採
用
す
る
人
的
編

成
主
義
と
、
ド
イ
ッ
の
採
用
す
る
物
的
編
成
主
義
を
1
国
名
を
明
示
し

て
ー
対
比
し
た
後
、
草
案
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ッ
法
主
義
を
採
用
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
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②
第
二
に
、
旧
民
法
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た

も
の
で
は
な
く
、
民
法
編
纂
局
・
法
律
取
調
委
員
会
、
元
老
院
、
枢
密
院

に
お
け
る
日
本
人
側
の
審
議
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ

こ
で
は
、
上
記
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
以
外
の
、

種
々
の
外
国
法
典
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
法
編
纂
局
案
の
元

老
院
審
議
に
お
い
て
、
津
田
真
道
は
「
起
草
者
ハ
其
暁
通
セ
ル
羅
馬
法
佛

蘭
西
民
法
及
伊
太
利
白
耳
義
埃
及
其
他
ノ
各
國
ノ
民
法
ヲ
封
照
シ
」
と
述

（
1
5
）べ

、
ま
た
、
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
は
、

←り

　
用
収
権
に
関
す
る
取
調
委
員
会
（
第
一
次
）
審
議
（
明
治
二
〇
年
一

二
月
一
二
日
）
で
の
栗
塚
省
吾
報
告
委
員
の
説
明
に
、
「
欧
羅
巴
ニ
ハ
ア

ル
ト
云
テ
宜
シ
イ
、
軍
二
『
シ
ビ
ツ
ス
』
〔
“
ス
イ
ス
か
？
〕
ノ
中
ノ
聯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

邦
ニ
ナ
イ
ノ
ト
亜
米
利
加
ト
魯
西
亜
ニ
ア
リ
マ
セ
ン
」
と
あ
り
、

＠
　
占
有
に
関
す
る
六
九
四
条
審
議
（
明
治
二
一
年
一
月
一
七
日
）
で
の

栗
塚
報
告
委
員
の
説
明
に
、
「
濁
逸
デ
ハ
　
『
テ
ヤ
ヒ
ー
リ
ン
グ
』
ガ
當
ル

カ
ラ
一
致
ニ
シ
テ
宜
イ
ト
云
フ
ノ
デ
『
椹
利
行
爲
』
ト
致
シ
マ
シ
タ
」
と

　
（
1
7
）

あ
り
、

の
「
人
誼
ノ
存
屡
」
に
関
す
る
取
調
委
員
会
審
議
（
明
治
二
一
年
一
月

二
一
日
）
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
「
甲
説
」
中
に
、
「
瑞
西
聯
邦
ノ
『
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ヲ
』
二
於
テ
ハ
八
百
フ
ラ
ン
ク
即
チ
百
六
十
圓
ト
ス
」
と
あ
り
、

⇔
　
再
調
査
委
員
会
に
お
け
る
用
益
権
の
定
義
に
関
す
る
明
治
一
二
年
七

月
七
日
審
議
に
お
い
て
、
「
（
〔
山
田
顕
義
〕
委
員
長
）
濁
乙
ニ
モ
ア
ル
ノ

デ
シ
ヨ
ウ
」
「
（
栗
塚
委
員
）
猫
乙
法
律
ニ
ハ
條
件
二
從
ヒ
用
牧
二
三
種
ア

ル
ト
云
フ
ノ
デ
ス
」
「
（
今
村
〔
和
郎
〕
委
員
）
獅
乙
民
法
ハ
定
義
ナ
シ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ア
リ
マ
ス
」
と
の
や
り
取
り
が
見
出
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
参
照
立
法
例
の
広
さ
は
、
現
行
民
法
の
立
法
過
程
と
比
較
し
て

も
、
決
し
て
遜
色
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
と
な
っ
た
の
は
、
民
法

編
纂
局
時
代
の
早
期
（
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
前
後
）
よ
り
主
と
し

て
司
法
省
に
お
い
て
翻
訳
が
行
わ
れ
て
い
た
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ン
ー
ジ
ョ
ゼ
フ
の
テ
ク
ス
ト
等
で
あ
り
、
ま
た
、
ド
イ
ッ
（
民
）
法
に
関

し
て
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
ロ
エ
ス
レ
ル
、
ル
ド
ル
フ
ら
ド
イ
ッ
系
の
御

雇
外
国
人
の
意
見
、
及
び
、
明
治
二
一
年
以
降
の
翻
訳
が
見
出
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

こ
ろ
の
ド
イ
ッ
民
法
典
第
一
草
案
理
由
書
も
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
現
行
民
法
起
草
段
階
で
参
照
さ
れ
た
と
さ
れ
る
立
法
例
の
多
く

は
、
上
記
サ
ン
ー
ジ
ョ
ゼ
フ
の
原
典
あ
る
い
は
旧
民
法
編
纂
段
階
の
翻
訳

等
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
現
行
民

法
典
の
起
草
者
は
、
全
く
新
規
に
種
々
の
外
国
法
典
の
収
集
・
翻
訳
を
行

な
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
ら
旧
民
法
編
纂
時
代
の
成
果
を
、
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
旧
民
法
も
現
行
民
法
も
、
比
較
法
の
産
物
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
は
基
本
的
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、

現
行
民
法
は
比
較
法
の
所
産
で
あ
る
が
旧
民
法
は
そ
う
で
は
な
い
、
あ
る

い
は
、
現
行
民
法
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
法
が
参
照
さ
れ
た
が
旧
民
法
で
は

参
照
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
誤
り
と
い
う
他
は
な
い
。

③
こ
れ
に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は
、
比
較
法
的
手
法
の
相
違
の
側
に
着

眼
し
て
、
旧
民
法
で
は
あ
く
ま
で
も
フ
ラ
ン
ス
法
を
基
本
に
置
い
て
い
た

が
、
現
行
民
法
で
は
そ
う
で
は
な
い
点
に
お
い
て
両
者
は
対
比
で
き
る
と
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の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、

現
行
民
法
が
旧
民
法
の
「
修
正
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
旧
民

法
の
条
文
が
起
草
の
べ
ー
ス
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
等
閑
視
す
る
も
の

で
あ
る
。
即
ち
、
旧
民
法
起
草
の
基
本
方
針
が
フ
ラ
ン
ス
法
中
心
主
義
で

あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
現
行
民
法
の
起
草
は

（
ま
さ
に
そ
の
フ
ラ
ン
ス
法
中
心
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）
旧
民
法
を
べ

ー
ス
に
行
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
あ
る
特
定
の
一
個
の
法
典

を
念
頭
に
立
法
が
行
わ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
現
行
民
法
の
起
草

の
手
法
は
、
旧
民
法
の
そ
れ
と
大
差
が
な
い
。

④
あ
る
い
は
ま
た
、
成
立
し
た
条
文
に
関
す
る
客
観
的
・
数
値
的
評
価

と
し
て
、
旧
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
法
一
辺
倒
で
あ
る
が
、
現
行
民
法
は
多
彩

な
立
法
に
由
来
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
正
当
で
は
な
い
。

前
稿
で
の
定
量
分
析
か
ら
も
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
行
民
法
も

ま
た
、
旧
民
法
と
同
程
度
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
由
来
す
る
条
文
の
数
は
多
く
、

フ
ラ
ン
ス
法
以
外
の
立
法
に
由
来
す
る
条
文
の
比
率
は
、
旧
民
法
と
現
行

民
法
と
の
間
で
、
従
前
の
学
説
が
強
調
す
る
ほ
ど
顕
著
な
差
異
と
な
っ
て

は
現
れ
て
い
な
い
。

⑤
　
な
お
、
学
説
の
中
に
は
、
現
行
民
法
が
パ
ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム

を
採
用
し
た
点
を
重
要
視
し
、
こ
の
点
に
現
行
民
法
の
ド
イ
ッ
法
的
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

の
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
ン
デ
ク

テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
、
B
G
B
の
起
草
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
物
権
と
債

権
の
性
質
、
指
導
原
理
及
び
取
得
原
因
を
峻
別
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た

法
体
系
で
あ
っ
て
、
B
G
B
に
お
い
て
は
、
か
か
る
論
理
関
係
を
前
提
と

し
て
、
例
え
ば
物
権
行
為
と
債
権
行
為
の
独
自
性
が
規
定
さ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
現
行
民
法
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
具
体

的
な
法
制
度
・
条
文
と
の
間
に
は
、
そ
の
よ
う
な
直
結
的
な
論
理
関
係
が

認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
木
雅
夫
教
授
の
比
喩
を
お
借
り
す
れ
ば
、

な
る
ほ
ど
「
ラ
イ
オ
ン
の
腹
を
割
い
た
ら
ウ
サ
ギ
が
た
く
さ
ん
出
て
き
た

と
い
う
場
合
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ラ
イ
オ
ン
は
ウ
サ
ギ
だ
と
は
い
い
が
た

（
2
3
）い

」
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
比
喩
は
筆
者
に
、
む
し
ろ
羊
の
皮
を
被
っ

た
狼
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ラ
イ
オ
ン
の
皮
を
被
っ
た
キ
ッ
ネ
の
寓
話

の
側
を
想
起
さ
せ
た
。
我
々
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ラ

イ
オ
ン
が
、
現
行
民
法
の
個
々
の
法
制
度
・
条
文
の
解
釈
論
に
現
実
に
影

響
を
与
え
る
程
度
の
生
身
の
ラ
イ
オ
ン
で
あ
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し

な
い
外
皮
に
過
ぎ
な
い
の
か
に
つ
い
て
も
、
い
ま
一
度
検
討
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
野
村
豊
弘
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
契
約
に
関
す
る
基
礎
理
論
　
　
錯
誤
を
中

　
心
に
ー
」
星
野
英
一
先
生
古
稀
祝
賀
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
（
上
）
』

　（有

斐
閣
、
　
一
九
九
六
年
）
二
六
一
頁
、
二
六
三
頁
注
⑧
。

（
2
）
　
大
久
保
泰
甫
『
近
代
日
本
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
（
岩
波
新
書
（
黄
版
）

　
33
、
一
九
七
七
年
）
一
六
一
頁
。

（
3
）
　
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、
東
大
法
学
部
箕
作
麟
祥
文
庫
蔵
本
（
箕
作

鶉
㎝
）
で
あ
る
。
右
蔵
本
は
、
活
版
、
一
八
㎝
、
三
冊
、
刊
年
・
出
版
元
等
の

　
記
載
は
な
い
。
な
お
、
法
務
図
書
館
も
、
右
東
大
蔵
本
の
う
ち
の
第
一
巻
・
第

　二巻と

同
一
書
籍
と
思
し
き
文
献
を
所
蔵
す
る
（
図
ゆ
ω
。
。
田
山
。
）
（
未
見
）
。

　
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
（
法
務
図
書
館
、
　
一
九
七
三
年
）
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三
八
頁
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
「
活
版
、
二
冊
、
一
八
㎝
」
「
第
二
編
財
産
第
五

　
〇
一
ー
八
一
三
条
、
八
一
四
－
一
一
〇
〇
条
」
か
ら
な
る
と
い
う
。

（
4
）
　
前
稿
【
1
7
】
（
一
二
二
頁
）
参
照
。

（
5
）
　
前
稿
【
2
0
】
（
一
二
四
頁
）
参
照
。

（
6
）
　
元
老
院
一
三
行
罫
紙
、
写
本
、
日
付
等
の
記
載
な
し
。
「
第
二
編
　
人
権

ノ
部
」
〒
、
「
第
二
編
物
権
ノ
部
」
一
丁
、
「
第
三
編
雛
獲
得
ノ
部
し
〒

　
か
ら
な
る
（
綴
込
順
）
。

（
7
）
　
東
大
法
学
部
箕
作
文
庫
蔵
（
箕
作
。
。
ミ
）
。
活
版
、
一
冊
、
一
八
㎝
×
二
五

　
㎝
（
B
列
五
版
の
規
格
原
紙
寸
法
）
、
目
次
・
補
遺
等
は
な
く
本
文
の
み
、
全

　
三
七
九
頁
。
随
所
に
青
鉛
筆
に
て
加
筆
・
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
表
紙
記

　載の

刊
年
《
×
×
。
》
Z
Z
閏
国
O
国
ミ
肉
§
国
＼
一
。
。
o
。
9
も
、
《
×
酋
。
＞
Z
Z
国
国

　
U
国
ミ
肉
員
国
＼
一
。
。
o
。
o
。
》
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
本
書
は
、
一
八
八

七
（
明
治
二
〇
）
年
に
刷
り
上
が
っ
た
試
し
刷
り
で
あ
り
、
刊
行
さ
れ
る
こ
と

　
な
く
、
翌
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
修
正
を
受
け
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ

　
う
。
修
正
者
は
箕
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
の
修
正
と
法
律
取
調
委
員

　
会
審
議
の
関
係
等
、
修
正
の
施
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
て
は
必
ず

　
し
も
判
然
と
し
な
い
。
な
お
、
箕
作
文
庫
蔵
本
中
、
「
箕
作
ω
畠
し
も
同
一
書

籍
で
あ
る
が
、
三
〇
四
頁
（
七
九
七
条
部
分
）
が
破
損
し
、
三
〇
五
頁
以
下
が

欠
損
し
て
い
る
。

（
8
）
　
前
稿
【
26
】
（
一
三
〇
1
一
＝
二
頁
）
参
照
。

（
9
）
　
本
資
料
は
、
近
時
、
阿
部
徹
「
民
法
成
立
史
一
斑
（
五
）
（
六
）
1
筑

波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
穂
積
文
書
』
採
録
1
」
筑
波
法
政
一
九
号
（
一
九

九
六
年
）
三
九
七
頁
以
下
、
二
〇
号
二
九
一
頁
以
下
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
こ
れ
は
、
活
版
、
美
濃
判
（
二
五
㎝
）
、
袋
綴
、
四
冊
か
ら
な
る
和
装
本

　
で
、
枢
密
院
段
階
で
現
れ
る
四
冊
本
（
前
稿
【
3
9
】
参
照
）
と
装
丁
が
類
似
す

　
る
た
め
、
混
同
を
招
き
や
す
い
。
目
録
等
の
記
載
か
ら
両
者
を
容
易
に
区
別
す

る
コ
ツ
は
、
表
題
・
条
数
・
総
丁
数
の
違
い
で
あ
る
。

ら
、
次
の
通
り
。

こ
れ
を
図
表
化
す
る
な

元
老
院
案

枢
密
院
案

⑪
　
　
　
万
⑬

⑭
⑮

民
法
草
案
財
産
編

（
五
六
九
条
・
二
壬
二
丁
表
）

民
法
財
産
編

（
五
七
二
条
二
三
二
丁
裏
）

民
法
草
案
財
産
取
得
編

（
二
九
一
条
・
七
一
丁
表
）

民
法
財
産
取
得
編

（
二
八
五
条
・
六
八
丁
表
）

民
法
草
案
債
権
担
保
編

（
三
一
四
条
・
八
一
丁
表
）

民
法
債
権
担
保
編

（
二
九
八
条
・
七
五
丁
裏
）

民
法
草
案
証
拠
編

（
一
六
六
条
・
三
五
丁
裏
）

民
法
証
拠
編

（
一
六
八
条
・
三
六
丁
表
）

民
法
証
拠
編

（
一
六
四
条
・
三
五
丁
表
）

（
1
1
）
手
塚
豊
「
旧
民
法
（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
前
半
・
債
権
担
保
編
・
証
拠

編
）
審
査
枢
密
院
会
議
筆
記
」
法
学
研
究
二
八
巻
一
号
（
一
九
三
五
年
）
五
二

頁
、
五
四
頁
〔
手
塚
豊
著
作
集
第
八
巻
『
明
治
民
法
史
の
研
究
（
上
）
』
（
慶
慮

　通信、

一
九
九
〇
年
）
所
収
〕
、
藤
原
明
久
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
抵
当
法
の
研
究
』

　
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
一
頁
。

（
1
2
）
　
O
，
ω
9
ω
ω
o
釜
禺
噌
勺
『
o
一
9
0
①
O
o
α
。
。
三
一
℃
o
ξ
一
．
国
ヨ
且
『
①
O
β

　
宣
℃
o
昌
碧
8
ヨ
冨
磯
幕
α
．
ロ
コ
8
ヨ
ヨ
〇
三
聖
『
ρ
こ
る
．
8
曾
」
o
o
o
o
b
o
慮
《
毫
↓
即
O
－

　
∪
¢
O
目
O
Z
》
も
℃
ひ
帥
9
藤
原
・
前
出
注
（
1
1
）
二
－
四
頁
参
照
。
ち
な
み

　
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
第
一
版
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
・
ド
イ
ッ
民
法
を
参
照

　すると

の
記
述
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
　
切
9
器
o
葦
9
層
写
o
一
9
　
（
一
．
．

　
区
。
）
一
r
凶
く
お
一
一
、
目
．
評
三
〇
（
胴
蕎
）
」
c。
o
。
ρ
《
一
Z
↓
勾
O
U
q
O
目
O
Z
》
も
P
一
＜
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帥
＜
ー

（
1
3
）
　
ρ
ω
o
お
ω
o
顎
田
噸
零
o
一
①
戸
Z
2
〈
o
＝
o
区
‘
二
」
o。
O
ρ
《
℃
勾
国
閃
＞
O
国
》
、

　
P
×
≦
レ
9
①
（
一
y
藤
原
・
前
出
注
（
n
）
三
頁
。

（
1
4
）
　
ω
o
一
。
・
ω
o
z
＞
o
P
℃
『
o
一
〇
戸
（
一
．
。
O
P
y
口
≦
Φ
一
一
、
目
㊦
評
＆
①
（
”
一
。
o。
y
一
〇。
o
。
ρ

　
℃
℃
b
ミ
帥
悼
O
oo
“
写
o
U
o
一
る
Φ
＆
こ
蕊
」
o
o
o
o
Go
ヨ
。
N
O
合
℃
℃
。
N
O
o
o
帥
N
8
’

（
1
5
）
　
前
稿
一
一
二
頁
〔
前
言
〕
参
照
。

（
1
6
）
　
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
8
』

　
（
商
事
法
務
研
究
会
、
　
一
九
八
七
年
）
所
収
「
法
律
取
調
委
員
會
・
民
法
草
案

　
第
二
編
物
権
ノ
部
議
事
筆
記
・
自
第
一
回
至
第
十
回
」
九
〇
頁
。

（
1
7
）
　
前
出
注
（
1
6
）
所
収
「
法
律
取
調
委
員
會
・
民
法
草
案
第
二
編
財
産
ノ
部

　
議
事
筆
記
・
自
第
十
一
回
至
第
十
六
回
」
一
〇
〇
頁
。

（
1
8
）
　
前
出
注
（
1
7
）
一
二
〇
頁
。

（
1
9
）
　
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
1
1
』

　
（
商
事
法
務
研
究
会
、
　
一
九
八
八
年
）
所
収
「
法
律
取
調
委
員
會
・
民
法
草
案

　
財
産
編
再
調
査
案
議
事
筆
記
・
自
第
一
回
至
第
十
三
回
」
五
三
頁
。

（
2
0
）
　
＞
三
〇
冒
①
3
ω
≧
2
↓
」
o
ω
写
＝
、
O
o
ロ
O
o
『
3
9
0
0
三
『
o
一
①
ω
8
α
8

　
0
一
く
＝
o
。
ひ
霞
き
閃
o
鵠
①
一
一
①
O
o
α
①
Z
四
℃
o
一
ひ
o
P
口
．
ひ
ρ
一
■
一
帥
一
。
合
一
〇〇
〇
9

　
0
0
ぎ
P
口
耳
包
お
身
O
o
霧
亀
α
、
国
富
け
㌔
貰
声
そ
の
翻
訳
を
は
じ
め
と
す

　
る
、
旧
民
法
編
纂
時
期
に
お
け
る
種
々
の
外
国
法
典
翻
訳
書
に
関
し
て
は
、
さ

　
し
あ
た
り
、
五
十
川
直
行
「
日
本
民
法
に
及
ぼ
し
た
イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
〈
序

　
説
〉
」
加
藤
一
郎
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向
（
下
）
ー

　
民
法
一
般
』
（
一
九
九
二
年
、
有
斐
閣
）
一
三
頁
注
（
4
6
）
参
照
。

（
2
1
）
　
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
前
出
注
（
3
）
七
頁
に
は
、

　
『
独
逸
民
法
草
案
理
由
書
　
第
一
－
二
編
』
（
司
法
省
刊
、
明
治
二
一
－
二
二

　
年
）
、
今
村
研
介
訳
『
独
逸
民
法
草
案
　
第
三
－
五
編
』
（
記
録
課
写
本
、
一
〇

　
行
罫
紙
、
半
紙
、
明
治
二
二
年
）
の
文
献
が
あ
る
（
未
見
）
。

（
22
）
　
大
木
雅
夫
「
世
界
に
お
け
る
わ
が
国
の
民
法
ー
日
本
民
法
典
の
系
譜
」

法
学
教
室
一
八
一
号
（
一
九
九
五
年
）
三
四
－
三
五
頁
。
更
に
、
赤
松
秀
岳

　
「
民
法
典
の
体
系
」
同
四
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
2
3
）
　
大
木
・
前
出
注
（
2
2
）
三
五
頁
。

【
追
記
】

　
な
お
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
（
研
究
代
表
者
・
大
久
保
泰
甫
名
古
屋

大
学
教
授
）
は
、
平
成
七
年
度
支
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
総
合
研
究
㈲
）

「
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
に
関
す
る
総
合
的
研
究
ー
近
代
日
本
民
法
の
出
発
点

に
立
ち
帰
っ
て
ー
」
（
課
題
番
号
8
ω
。
一
8
。
）
に
つ
き
、
平
成
八
年
（
一
九
九

六
）
年
三
月
、
三
冊
か
ら
な
る
研
究
成
果
報
告
書
を
提
出
し
た
。
旧
民
法
の
立
法

過
程
に
現
れ
た
諸
草
案
・
諸
資
料
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
右
報
告
書
「
第
二
分

冊
し
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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旧民法（邦文資料） C 現行民法

第2期

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩明治21／7／3一 明治21／12／28 ⑫明治22／7〆24 ⑬明治22／7／30 ⑭明治23／3／11 ⑰明治26／5／12一 ⑱明治27／12／18一 ⑲明治29／2／28一 ⑳明治29／3／18一

再調査委員会 取調委員会 元老院再下付 元老院議定・ 枢密院諮詞案 主査会・調査 整理会原案 衆議院議案 貴族院議案
原案 内閣提出案 （伽正）案 上奏案 ↓ 委員会原案 ↓

↓ ⑮明治23／3／25 ②明治29／4／27

⑪明治22／1／24

　元老院下付案
　枢密院決議案

　　↓
⑯明治23／4／21

現行民法正文

旧民法正文

第二編　財産

纏
財産編 財産編 財産編

前置條例 盟 総則 繕則 総則

財産及ヒ物ノ 財産及ヒ物ノ 財産及ヒ物ノ 財産及ヒ物ノ 財産及ヒ物ノ
匿別 匿別 囁別 匿別 医別

1
　
1
　
H
　
　
　
　
　
i
　
　
1

』1，

　　　H

工　1　一

　1

　　1　　　－

　　H
－　　　　1　　　一
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　　H
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－　　I

　　H
－　　　　1

l　l n　　　　一 一　　　　n　　　　一一　　　　U　　　　一一　　　　且1

2
　
1
　
　
　

一

　2

＿　　1　　　一

　2

－　　1　　　一

　2

－　　1

H 一　　n　　　－
1

一　　H　　　一 一　　H　　　一 一　　H
1・

丁’　1。　一一　　　1・　　一一　　1。　　一 一　　　1・

2・（b） 一　　　2・　一 一　　2・　一一　　2・　一一　　2・
3。 一　　　3。　　一一　　3。　　一 一　　　3・　　一一　　3。
4。

一　　　4。　　一一　　4。　　一 一　　　4。　　一一　　　4・

皿 一　　皿　　　一一　　皿　　　一一　皿　　　一一　皿

1。

一　　　1。　一 一　　1。　一一　　1。　一一　　1D
2。 一　　　2・　一一塾二

2・　一 一　　2。

3。

一　　　3。　　一一　　3。 3・　一 一　　3。

4・ 一　　　4。　　一一　　　4。　　一一　　　4。　　一一　　　4。

5・

一　　　5。　　一一　　5・　一一　　5・　一一　　5・
6。　一 一　　6。　　一 一　　6。　　一 一　　6・　一一　　6。

IV　　　一 一　w IV　　　一 一　w　　　一一　Iv

財2，仏543． 襖307，308，蘭584， ゲヲー344、 ［1761　＿ 一［176］　一［175〕 一［175］
グラウプユンデン176．

酬ジヤナ479

モンテネグ田5、 独i草796、

　　3
－　　1　　　一

　3

－　　1　　　一

3
1
牛
　
　
　
　
　
1

ヨ『冒『

　1

H 一　　n　　　一一
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且
　
　
　
　
［

一一　　H ⊥H
・卜
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旧民法・現行民法の条文対照表

参照立法例

A　旧民法（仏文資料）

第1期

①1880（明治13）

　Projet，
　1『’6d．

LIVRE
DEUXIEME．

DES　BIENS．

DISPOSIT10NS

P雌L1剛NAIRES．

DE　LA　DIVISION

DES　BI　E隔S　ET

DES　CHOSES．

　1

　　王

　　il

　2

　　1
　　H
　　　1。
　　　2。
　　　3。
　　　4。
　　　5・

　　皿

　　w

②1882（明治15）
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　2’ed．

3

V

I
H

1
2
3
4
「
D

⊥

LIVRE　II．
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P催LI剛阿AIRES．
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DES　BIENS　ET
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　1

　　1
　　H
　　　i

　　　il
　（＊‡零iD
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1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

”1”

第2期

③1887（明治20）

q889（明治22）

　Projet．

LIVRE　【1．

DES　BlENS．

DISPOSITIONS

P舵Li圏INAIRES．

DE　LA　DIVISION

DES　BIENS　ET

DES　CEOSES．

　1

　1

　H

　　i

　　ii

2
　　1
　　H
　　　1・

　　20
　　3。

　　　4。

　　皿

　　w

　10

（‡20）

2。

（零3・）

　3。

（電1・）

　4。

　5・

④1890（明治23）⑤1891（明治24）

　Projet，　　ExPosedes
　nouvel　le　◎d．　　　阿otifs．

3

V

1

L【VRE　【1．　　　　Ll皿

DES　BIENS，　　D正皿

DISPOS置丁10NS　　　DISPOS置τ10冠S

P雌LIMI罵AIRES，幽
DE　LA　DIVISlON　DE　LA　DIVISION

DES　Bl　ENS　ET　　　DES　B　I　ENS　ET

DES　CEOSES．　　　　DES　CHOSES．

▽上▽
　　　ii　』…・　　ii

2　　　　　2

　　H　　　　　　H
　　　1。　　　　　1。
　　　2・　　　　　2。

　　　3・　　　　　3・

　　　40　　　　　4。

　　皿

　　　　　　　　皿

　　N

H
H
皿
皿

3

V

1
2
3
　
4
5

3

1。

2・

3・

4。

5。

6・

IV

　i

　ii

I
H
皿

1

H

B

第1期

⑥明治19／3／31民法編纂局案

　　　　　　　↓
⑦明治19／6／5　元老院下付案

　　　　　　　↓
⑧明治20／10／21元老院再下付案

a．民法草案修正文

　（50H502条）

第二編　財産

前置條例
財産井二物ノ

匿別

c．民法草案修正文

　（50H500条）

第二編　財産

前置條例
財産井二物ノ

匿別

501　　　　501

1蓬l

　　2。　　　　　20

　　3・　　　　　3・
　　4。　　　　　4。
　　5・　　　　　5・

M

503
　1

　H

　田

V【

　　503

一一　　1

⊥H
⊥．
斗…

司法省法谷

⑨明治20／12／3一

　取調委員会
　原案

第二編　財産

前置條例
財産及上物ノ
匿別（b）

501

　1（b）

　H

　　i　　－

　　ii　－

502
　1

　H

　　1・　　一

　　2。　　一

　　3。　一

　　4。　一

　皿

　IV

V

　
．
ノ
一
一

1
　
2
　
3
』
㌦
「
D

503（b〉

　I

　H

　IH
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旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

4（b） ＿4 一4　　　　一一4 ＿4

第一編　糖則 第一編　総則 第一編　穂則 第一編　総則

第三章　物
（甲4－29）

第三章　物 第三章　物 第三章　物

5 5 5 5 5 一一（b、⑲c）

1 1　　　　　一一　　　1 一　　1 一　　1
I　l

一　　11　　　　一一　　11 一　　11　　　　一一　　11

111　　　一 一　　111　　　一 111　　　一 1n　　　　一 111

6 6 6 6 6 ・一（b，⑲c）
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11　　　一 旦1 一　　　　11 一　　　　11
1・ 一　　　　い 一　　　　1・ 一　　　　1・ 一　　　　1・

2・ 2・ 一　　　　2・ 一　　　　2。 20（零）

3。（b）・ 3・ 3・ 一　　　　3。 一　　　　3・

財6，漢285、 291，292．蘭559， 露258－26i， ・86 （88）87 ＿85 ＿85

財7一！4，仏516－530，襖291，

グラウプユンデン177W，独1草778

　　　　・”1… 一1…

293－299．

（甲4－1。）

・87 88 86 86
蘭562－567， 露230－247，伊406－420， 1 一　　1　　　　一 1 一　　1
ゲヲー321－331． 333－335，グラウフ9ユンデン177－179， n 一　　π　　　　一 皿 一　　皿
ツユーリヒ48－59， モンテネク’ロ802－807， 西333－336，

白草556－572， 独1草78H85， 788．1431

［cf．財346m・ 皿 一　　皿 一　　皿

7
　
1

　　7
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　　7
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89

1。（b）一
〔9・1
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5。

　本
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7D　　一 7・　　一 7・　　一 7。　　一
7・

8。

　本

　　　　8。

一　　　本　一

8・

　本　一

8・

　本　一

　　　8。

一　　　本
但 但　一 但　一 但　一 但

9・

一　　　9。　　一 9・　一 9・　一
9。

10。　一 ＿　　10・　一 10。　一 10・　一 10・

11。 11・　一 11。　一 11。　一 11。

H（b） H（零）　一 一　　H　　　一 H　　　一 H

9 9 9 9 9 ・一（b，⑲c）

i 一　　i　　　一 一　　i　　　一 i i

ii 一　　ii　　　一 ii　　一 i　i　　　一 ii

iii（但）（b） 一　iii（但）一 iii（但）一 iii（但）一 一　iii（但）

1。　　一 1D　　一 1。　　一 lo　　一
1。

2・（b） 一　　　2。　　一一　　20　　一 20　　一
2・

3。

一　　　3。　　一 3・　一 3・　一
3。

4。（b） 一　　　4・　　一一　　4。　　一 一　　　4。　　一 4・

5・　一 5・（象）一 一　　5・（零）一 5。（零）一 5・

6。 一　　　6。　一
6・ 一　　　6・　一 一　　6・

7・

　本　一

7・

　本

7・

　本　一

7・

　本　一

7・

　本
但（b） 一　　　但 但　一 但 一　　　　但

8・ 一　　　8・ 8。　一 8。　一
8・

90（b）一 9・　一 一　　9。　一 90 9・

10。　一 一　　10・　一 10。　一 10・　一 10・

11 一10 ＿10 ＿10 一10 ・一（b，⑲c）

1・

一　　1つ　　　一 1D　　　一 1つ　　　一 一　1う

2・ ＿　　2コ　　　＿
2・

一　　2つ　　　一
2。

3・ 一　　3管　　一
3。

一　　3つ　　　一
3・

4c 4コ 4・

一　　4D　　　一
4。

148



旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料）

参照立法例

③仏1810年

4月2旧法律

　1－4，8，9

②仏518

②仏523

①Projet，

1”6d．

②Projet，

206d．

8・

0
0
9
1

1
2

②仏524．525一・9

③仏5241。　　　　I

H．XIII

③［Comp．］

仏524皿一XH

②伊409

④仏525

②［Co田P．］

仏532

②仏526

H

0
1
2
3

【
」
口
U
　

7
　

8
9
10・

i
　ii
11。

2
3

9

80

H

，
－
　
一
1
1

10

　1。
2・

3。

40

■
l　
H

90

10・

－
り
乙

　100
　　i
　　ii
　11・
（零司10）

　12・

　13。

11

　1・
　2・
（榊3。）

　3・（桝4。）

③Projet，

　1887
（零1889）

8・

　I

　H
［12・1

9。

10・

11・

　12・
　H

g
　I

　H

（＊皿）

10

　1。

　2・

　3・

　4。

④Projet，

ロouveHe6d．

8。

I
H

9・

［2・］

10。

n
↑
　
I
H
皿

　
↑
9

干
十
‡

11。（零）

12・

　　　　　　　5・
　　　　　　　！：

　　　　　　　8。　　0
　　　　　　　9・
　　　　　　－　

一　10。　　　　　　　10。
　　11。　　　　　11。
　　12・

　　　　　　　12。

　　lll 3
』
謄

⑤ExposOdes
Motifs．

9

H

9。

100

11・

［8・1

h

10

　1。
2。

3。

4。

Ω
U
9

10・

B
⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案

a．修正文（一1502）　c．修正文（一1500）

司法省法1

⑨原案

　11。　　　　110

　12。　　　　120
　130　　　　130

511　　　511
　1。　　　　1。
　2。　　　　2・
　3。　　　　3・
4。．π．．4。

⊥
⊥．3

　80

　　1
　　n
　go
　　本　・

　　但・

　［2・］

　10・

　11。
　120（b）l

　H

509

　1

　H（b）

510

　本
　但
　1。

　2。

　4。

蒸

本

但
5・

6。

7。

　i

　ii
8・

9。

　本（b）

　但（b）

10・

11・

12。

　本

　但
130

14。

511

　1。
2。

3。

　4。
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

12 11 11 11 11

本　　　一
但

本　　　一

但　　　一

本　　　一

但　　　一

一　本　　　一

一　但　　　一

一　本

一　但

13 12 12 12 12 ・一（b，⑲c）

i　　　一 i　　　一 i　　　一一　i　　　一一　i

ii 一　　ii　　一一　li　　一一　ii　　　一 一　　i　i

10 一　　　1。　一 1・　一 一　　且。　一一　　1・

2。　一 2。　一 2。　一 一　　20　一一　　2。
3。 3・　一 3・　一 一　　3・ 3・

4。

一　　　4。　　一 4・　　一一　　4・　一一　　4。

14 一13 一13　　　一＿13　　　＿一13 ・一（b，⑲c）

1・　　一
2・

　本

　一　10　　　－
　　　2。

一　　　本　　一

　　1・　　　一

　　2・

一　　本　　一

一　1。　　　一

　　2・

一　　本　　一

一　1。

　　2。

一　　本

　但
3・

　i　　一

一　　　但　　一

　　　3。

　　　　i　　一

一　　但　　一
　　3。

一　　　i　　一

一　　但　　一
　　3。

一　　　i　　一

一　　但
　　3。

一　　　正

　ii
4。

　i

一　　　ii　－
　　　4。

　　　　i

一　　ii　－
　　4。

　　　i　　一

一　　h　　－
　　4。

一　　　i　　一

一　　n
　　4。

一　　　i
ii 一　　　i　i　　一 i　i　　一 一　　　i　i　　一 一　　　i　i

5・

5。　　一 5。　　一一　5・ 5・

　
1
51 14

　1

14

　1　　　一

　14
－　　1　　　一

　14
－　　1

H H H　　　一一　　H H（‡）

16

　1（b）

　　15

一一一　1　　　一

15

　1　　　一

　15
－　　1　　　一

　15
－　　1

　　　ロ

ー　　　i　　一

H
　
i
　
　

一

　　H
－　　i　　一

　　H
－　　i

ii 一　　　ii　一 il　一 一　　ii　　一一　　ii
i　i　i 一　　　i　i　i　一 一　　i　i　i　一一　　i　l　l　一一　　iii

［43H本］ 財㎜τ， 仏546，漢294， 蘭556，557． ・88 90 87 87

143H但1 露237，グラウフ’ユンデン178，ツユーリヒ50－57． 1 1 1 ＿　　1
モンテネゲロ808， 809，白草591，592， H H
独1草789－79！， 普1部2節60，108 本 本　　一 H　　　一 H

但 但

17 一16 16 一16 16 ・一（b，⑲c）

1。

一　　1。　　一
1。

一　　1・ 一　　1・

2。　　　一 2。　　一
2・ 一　　2。 一　　2。

3。（b〉 一　　3。　　一
3。 一　　3。 一　　3。
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B

参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤Expos色des ⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法手

1τ66d． 2’色d． 　1887
（零1889）

noロvelle色d． 瓢otifs．
a．修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

②仏528 11 12 ＿12 12 ．11

51象十
　但

512

　本

　但

512

　本

　但

12 13 13 13 12 513 葺 513

1　　　一一　　i 十i
i

i i i i

ii　　一 一　ii 一　　ii　　　一一　li　　　一 ii ii　　一 ii　　　一 ll　　　一

1・　一
1・ 一　　　1。　一 一　　1・　一 10 1。　一 一　　1。　一 1・　一

2・　一
2・

3・

一　　2・
　　　（零2・）

　　　　3・

2・

2。

3。

2。　一
3・　一

　　　2・　一
一　　3。

2。

3。

30　一 一一

＼　　3。
（零纏40） 一　　　4・　一 一　　4。　一

4・ 4。

13　　　一 一14　　　一一14　　　一＿14 一13 514 一514 ・514
1。　　　一 一　1。　　　一 一　1。　　　一 1。　　　一 一　1。 10　　一

1。 1・

③仏529 2・　　　一
2・ 一　　2。　　　一＿　2。 2・ 2・

　本

2。

　本

2。

　本
3。 3・ 但　　一一　　但 但3・　　一

3・

②仏529
4。

5。　　　一

　　4・

一　5。

　　　3・

　　　4。

一　　5・

4・

4。

30　　－

4。

　本　　一
　但　　一

一　3・

　　4。

　　　本　　一
　　　但

3。

4。

　本

　但
（零5。）　　一 ＿　5・ 5。

5・　　一
5。 5・

14 15 15 15 14 515 515 515

1　　　一一　　1 一　　1　　　一 一　　1 1 1　　　一一　　1 1
H 一　　H　　　一 一　H

（零H） H　　　一 H H　　　一 H H

15 16

　1

16 16

　1

15 516

　1

516

　1　　　一

516

　1②（零＊零） 1　　　一
＼ 1仏567，569

H
　
i
　
　

一

　　H
－　　　i　　一

　　I
　　H
－　　　i　　一

l
　
i
　
　

一

H
　
i

H
　
i
　
　

一

　　且
一　　　i

H
　
i

ii　一 一　　ii 一　　　ii　一＿　　ii　一 ii ii　一
ii ii

lii　一 一　　iii 一　　　iii　一 一　　iii　一 ili iii　一 一　　iii　一 iii

②仏1615 皿　　　一一　皿 ＿　　皿（‡43H） 皿 皿 皿

本　　一一　　本 本

但　　一 但 但

16 17 17 17 517 517 517
i（＊）

　　　　、

I
H
　
i
　
　

一

一　　1　　　－
　　　H

　－　　i　　一

I
H
　
孟

＿16
　　　1。

　　　　i

1　　　－
H
　
i
　
　

一

一　　I

　　H
－　　　1 I

iii

　li　一
皿
　
i

　一　　ii　一
　　　皿

一　　　i　　一

　ii

皿
　
i

　ii

2。

　i

　ii　一
皿
　
i
　
　

一

　ii

皿
　
i

一　　　ii

　　　∬

　　　　i

iii

　　　　ii
　　　w

－　　　1

一　　　li　　－
　　　w

－　　　i

　　　　ii

　　　IV

＿　　　i　　一

　li

3・

　i

　ii　－
IV

　i　　一

　ii

IV

　i

一　　　ii

　　　皿

　　　　i

iv　　　一 ii 一　　　ii 一　　　il　　一 ii
ii　一

li li
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⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

4。 4・　　　一 4。　　　一 4。　　　一 4。

18 17　　　＿ ＿17 ＿17 ＿17 一（b，⑲c）

一

19 18 18 18 18 一（b，⑲c）

1 1　　　一一　　1　　　一 1　　　一 1
H n　　　一一　　H　　　一 H　　　一 且

20 19 19 19 19 一（b，⑲c）

1 1　　　一 1　　　一一　　1　　　一 1

H　　一 H　　　一 H　　　一 H　　　一 H

皿 HI　　　一 皿　　　一一　　皿　　　一 HI

IV 一　　w　　　一 IV　　　一 一　IV　　　一 w
21 20 20 20 20 一（b，⑲c）

1 一　　1　　　一 1　　　一 1　　　一 1
H H　　　一一　　H　　　一 n　　　一一　　H

　　皿　　　一

［25i］

［25iil

皿　　　一 IH　　　一 皿　　　一一　　皿

［26i］

［26ii］

22　　　＿一21 21　　　一＿21　　　＿一21 ・一（b．⑲c）

［人事編］

23 22 22 22 22 ・一（b，⑲c）

i i（象） i（零）　　一 i（零）　　一 i
ii　　　－
　1。

　本　　一

一　ii　　－
　　　10

　　　　本　一

ii　　　－
　1。

　　本　一

H　　　－
　1。

　　本　一

ii

　1。

　　本

但（b）一 但　一 但　一 但　一 但

2。　　一 2つ　　一 2τ　　一 2つ 20

3。

一　　　3コ　ー 3＝　一 3【　一 30

4’

4・　　一 4c　　一 4’　　一 49
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet，

　1『●6d．

②Projet，

　2’6d．

③Projet，

　1887

④Projet，

　nouvelle　Od．

1
⑤ Expos6des

　Motifs．

⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法揖

（‡1889） a，修正文（一1502） c，修正文（一1500） ⑨原案

②［v．1

　仏1003，1010
V　　　　て一

vi

　　　V

　　　　i
　＼　　　ii

－　　　iii

　　　V

－　　　i　　－

7　　ii　r

　　V
－　　　i　　一
一　　　ii

＼　　　Hi

　　　4。

　　　　i
　　　　ii7　　　　■　　　　■　　　　■

　　　　111

V
　
i
　
　－
　
i
i
　

一

V
　
i
　
i i

w
　
i
　
i
i

②仏587 17 18 18 18 518

1　　　－

H
　一　　1

－　　H

一　　1　　　－

　　　H　　　一

一　　1

－　　H
＿17 518　　＿一518

I
H18 19 19 19 18 519 519 519

②仏！291 1　　　一
且 I

H

　　　1　　　一T　　　H 一　　1　　　一 I
H
（

率）

1　　　－
H I

H
I
H

一 一 ＼　H 一

19 20 20 20 19 520 520 520
②仏1217， 1 1 1　　　一一　　1 1 1 1 1
1219．1221 （岨）　　一 一　H

④［Comp．］

　仏2083，2090，

　2114H H
I
H

　　　H　　　一

　　　皿

　　　　i
　　　　ii
－　　w

　一　H（零皿）一

才皿＠w）一

一　　IV（零V）一

一　皿

一　IV

、V×
H
皿
w

好
皿T
IV

　　　H

　　　皿

一←　　IV

H
皿
I
v

②仏537s． ．．20 21 21 21 20 521

’i”－

1521 521

1 一　　1 一　　1　　　一 一　　1　　　一 一　　1 1 r－　　1 1
H H ⊥．H　　＿ 一　　H 一　　H H 一」　　H 一　　H

皿　　　一一　皿 皿　　　一一　皿 一　　皿 皿 一　　皿 皿（b）

21

　1 22 22（＊25） 522 522 522

i 一　　i 一」　　i　　　一一［25日 i 一　　i i

②仏539，713一

　ii

　iii

H
　
i

一　　ii

　　　iii

一［26Hi］

±　　　■　　　　，

　　　11　　　　一
　　　一　　　■　　　　，

　　　111　1

　　（‡iii）　　一

一［25ii］

一［25m］

ii 一　　ii　　一 ii

②仏717

　　　ii

．22

一［26nn］

　　23 23（＊26） 523 523 523
i（累） 一　　i（零）　　一 一　　i　　　一 一［26i】 i 一　　1 i
ii

iii
一　　li　　　－

　　　iii
　（纏零iii）　ノ

一　ii　　　－

　　　ni’7

一［26ii］

　［26i田

ii 一　　il ii（b）

23 24 24（＊22） 22． 21 524 524 524

I
H

一　　1　　　一

一　　n　　　一

一　　1

－　　H

一　　1

⊥、 i
i
i

I
H

一　　1

－　　H

1（b）

H

②仏538s． ．24 25 25（＊23） 23 22 525 525 525

i 一　　i　　　一 一　i 一　　i i（‡） i 一　　i i
ii 一　　H　　　一 一　ii　　一一　ii 一　　ii ii 一　　il 一　　ii

1・ 一　　　1。 1。

一　　　1。　一
1・ 1。 1。 1。

本一 本　一 本　一

但一一　　　但 但　一

2・

3・

　　　　20（率）

　　（桝2・）

一　　　3。　一

　　　　2。
’ノ
！．．．

　一　　3り

　　　　2。

一　　　3・　一

2・

3・

2・

3。

一　　　2。

一　　　3。

20（b）

3。

4。 一　　　40　　一一　　　4。 一　　　4。 40 40 一　　　4。 4。

5。 一　　　5・　一 一　　5・ 50 5。 一　　　5。 50
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

5・ 一　　　5・ 5・　一 一　　5・ 一　　5q

　　23

　　　1

－　　　i

23

　1

　　i　　一

　23

　　1
－　　i　　一

23

　1

　　i

・一（b，⑲c）

ii ii ii　一 一　　ii　　一 ii

n 一　　n　　　一 一　n　　　一一　n 一　　∬ ［cf．238田 一［239H］ 一［239H］ 一［239且］

［cf．2551　一 〔（255）254］＿ ［255］ 一［2551

25 24 24 24 24 一一（b，⑲c）

i（b） 一　　i　　　一 一　i　　　一一　　i　　　一 i
ii 一　　ii　　一一　ii　　　一一　ii 一　　ii

26 25 25 25 25 ・一（b．⑲c）

i（b） 一　　1　　　　一一　　i　　　　一一　　i 一　　i
ii 一　　ii　　　一一　　ii　　　一一　　ii　　　一一　　ii

27 26 26 26 26 ・一（b，⑲c）

1（b） 1 1　　　一一　1 1
H 9一一　H　　　一 一　H　　　一一　H n

一（28） 27 27 27 27 ・一（b，⑲c）

1（b） 一　　1　　　一 一　　1　　　一 一　　1　　　一 一　1
H（b） H H　　　一一　H 一　　H
皿（b）

一（29）（b）、、 …一（b．⑲c）

28　　　一一28　　　一一28 一28
一（30） 29 29 29 29 ・一（b，⑲c）

1（b）

H
　i（b）

1　　　一
且
　
1
　
　

一

一　　1　　　－

　　H
－　　　i　　一

一　　1　　　－

　　H
－　　　i

I
H
　
i

ii ii　　一 一　　　ii　　一一　　　ii ii

財50－63，126， 仏194．195，547， 582－598， ・89 91 88 88
襖330，405， 蘭558，伊444， ゲヲー348，371， 1 1 1 一　　1
372，グラウプユンデン197， ツユーリヒ204， モンテネグロ158， H H　　　一 H 一　　H
西355，357，

財52，図，126，

白草593，独1草792，

一ト

　157K，194，

　793
一卜

仏549，550， ．90 92 89 89
585，586，襖330． 蘭809．810， 伊480．481， 1 1 1 一　　1
ウ’ヲー374，グラウプユンデン265、ツユーリヒ283，285， H 口 H 一　　H
モンテネグ0156． 158，西451，472． 474，

白草594，595， 621，622．独1草794，898－902
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料）

参照立法例

②仏7四

②（象零）

　仏1128

②lvoy，1仏

　1554，1598

②仏1560，

　1561，2226

②仏民訴581一・

　582，592，

　593

①Projet，

　1”6d．

　　6・

　　7・

　　8・

　　9。

25

　1

　H

　皿

［21m】

［21m　i］

　w

26

27

I
H

I
H

．28

　　1
　　皿

　　　i

　　　i　i

　　　i　i　i

29（条数のみ）

30（条数のみ）

②Projet，

　2’6d．

　
一

一

一
一

6
7
8
9
一
　
　
i
i
i
i
　
i
i
　
）

　
　
　
　
　
　
1
　
噂
糟
H
　
皿
皿

　
　
　
　
…
6
　
　
　
＊
　
　
　
＊

　
　
　
　
一
2
　
　
　
　
（
　
　
　
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

27

　　1
　　H

28

　　1
　　H
　　IH

29
（零象＊29）

30

　　1
　　π

　　　i

　　　i　i

　　　i　i　i

③Projet，

　1887
（零1889）

6・

④Projet，　　⑤ExPos6des
　nou▼e1置e6d．　　　岡otifs．

6
7

26

　1　（＊24）　　　　24

　　　i　　　　　i
　　　i　i　　　　　i　i

　　　i　i　i　　　　i　l　i

　H（3637bi5）

　　　i

　　　i　i

　皿（零604）

　　　　　　　　25
【22（零25）i］　　　　　　　　i

［22（零25）i　i］　　　　　　　i　i

（22（零25）i　i　i）　一　　・　　　i　i　i

　　　　　　　　26
［23（零26）日　　　　　　　　　圭

［23（零26）i　i］　　　　　　　　i　i

【23（掌26）i　i　i】　　　　　　　i　i　i

27　　　　　27
　　1　　　　　　　1

　　H
　　　　　　　　　H

28　　　　　28
　　1　　　　　　　1

　　H　　　　　　H
　　皿　　　　　　皿

29
（零29）　　　　　　　・29

30　　　　　30
　　1　　　　　　1
　　H　　　　　　E
　　　i　　　　　　　i

　　　l　i　“ぐ一

　　　　　　　　　　i　i

23

1

H

5。

i（＊）

i　i

i　i　i

24
　i

　i　i

　i　i　i

25

　i

　i　i

　i　i　i

26
　1

　H

27
　1

　H

　
I
H

8
一
9

2
一
2
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⑥⑦⑧民法纏纂局案・元老院下付案

a．修正文（一1502）

526

　1

6。

，
－　
H

H
　i

　i　i

皿

7
1
H
　
…
8
1
H
皿
…
9
　
…
O
I
H

2
　
一
2
　
一
2
一
3

【
り
　
・
【
」
　
・
【
0
・
【
0

c．修正文（一1500）

6。

6
1

25

H
　i

　i　i

皿

7
1
H
　
…
8
1
H
皿
｝
9
　
…
O
I
∬

ウ
』
　

一
の
乙
　

一
2
一
3

【
」
　
　
一
【
〇
　
　
四
【
9
　
四
【
0

B
司法省法孝

⑨原案

6・

526
　1

　　i
　　i　i

　n

　　i
　　i　l

　皿

［522i1

［522iil

［5231］

［523ii］

527
　1

　H

528
　1

　H

　皿

529

530
　1

　H

　　i
　　i　i



法学研究69巻9号（”96＝9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

第一部　物檀 第一部　物榎 第一部　物権 第一部　物権 第一部　物構 第二編　物権 第二編　物権 第二編　物槽 第二編　物構

第一章　綜則 第一章　総則 第一章　総則 第一章　穂則

［cf，財2］ ・176　　＿
（乙7－1●）

　　176

当
一175　　一 一175

財㎜， 仏1138， ・177 177 176 一176
蘭1271，伊U25，

西1094，1096， 白草1088，

独1草868，874

財45皿，275．
1
348，350－353， ．178 一178 177 一177

取45，担119皿， IV，145， （乙7－3●）

177－186，188，

（旧）登記法6．

2131，

仏1140，1855年3月23日法1－4，

漢431，蘭671， ゲヲー808．

西606，白草1089， 独1草868，

巴草3部1章56． 366，4i5

幽，担！021
1

，証144． ．179 179 178 一178
仏1！引、湊426， 蘭667，

伊ll26，瑞債務法199，200，
モンテネグロ65，

巴草1章93

白草1090、

180
　1

　　本
　　但　　一一

　H

179
　1

　　本　　一

　　但　　一
　H

　　i　　－

　　ii　一

　179
　　1
一　　本
　　　但

　　H
　　　i

　　　ii
皿 皿　　　一 皿

lcf．第四章 占有（財179－213）1 第二章占有櫓 第二章占有権 第二章占有櫨 第二章占有構
［180－208］ ［181－207］ ［180－205］ ［180－2051

第一章所有榎 第一章所有犠 第一章所有櫓 第一章所有権 第一章所有権 第三章所有権 第三章所有橿 第三章所有権 第三章所有権

第一節 第一節 第一節 第一節

31 30 30 30 30

所有構ノ限界 所有構ノ限界 所有櫨ノ限界 所有権ノ限界

1　　一 一　　1　　　一 1 一　　1
『 1

H（b） H ∬　　　一 H H
一

財鍍，仏544， 蘭625，伊436， 一209 一208 一206　　一 一206
ツユーリヒio8， 西348． 白草581，

独2草818， 索217．219一一224

32 31 31 31 31 一一（d．⑲c）

1 1　　　一 1 一　　1
『 1

n（b） 一　　n　　　一 H 一　　H 一　　H

皿（b） 一　　皿　　　一 皿 一　　HI 皿
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案 司法省法雀

1『’Od． 2畳6d． 1887 nouvel　le　Od， Mot　lfs，

（零1889） a．修正文（一1502） c，修正文（一1500） ⑨原案

Premiere

臨
PREMIERE PREMIERE PREMIERE 第一部　物権 第一部　物権 第一部　物権

Part　ie． ㎜E． PARTIE． PARTIE． PARTIE。

Des 螂 DES DES DES

droits　r6els．

㎜S。
DROITS　REELS． DROITS　RεELS． DROITS　REELS．

Chapitre1・・

㎜
CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE 第一章所有檀 第一章所有権 第一章所有権

De　la

㎜
PREMIER． PREMIER． PREMIER．

propri6t6．

四
DE　LA DE　LA DE　LA

脚．
PROPRIεTε． PROPRIETε． PROPRi£TE．

31 31 31 30 531 531 531

②仏544 ・31 1 1 1 1
（宰1） 1 1 本　　一 本 1

③仏546．551 H H H 但　　一 但

（零1）　　一 H H 一　　H H

④仏545， ．．32

32

　1　　　一

32

　1　　　一

32

　1

31

　1

532
　1

　　本　　一

532
　1

　　本

532

　1（b）

18引年3月 但　　一 但

3日法律 n　　　一 H　　　一 H
皿

H H　　　一 H n

皿　　　　一 皿 皿 皿　　　一 皿 皿（b）
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会・正文

⑩再調査案 　　　　1⑪下付案　　！ ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

33（b）

燕
3
5
（c）

　1（c）一

　H（c）一
　皿（c）一

　W（c）一

　　　　旨

32

　　　　！
　　　　卜
33

34
　1

　H

　皿

　IV（寧）

　1

丁32

曹－＿4＿響曾．一

」．．33

醤．
⊥　皿　　＿
⊥W“）＿

＿32

＿33

　34
　　1
　　∬
　　皿

　　四（家）

＿32
謡ヌ↓　H

‡1

…一（d，⑲c）

・一（d，⑲c）

・一（d，⑲c）

…一（d，⑲c）

幽，仏552，蘭626， ・210 一（208）209－207 一207
伊440．447，ツユーリヒ135．西350．

白草584，独2草819，索218

；1』r－

1

35　　　－

36
　1

一35　　　－

　36

　　1

一35

　36

　　1

』遷

　　　1

・一（⑲c）

…一（d．⑲c）

本（b）・ 本　　一 本　　一 本 本

但（b）一 但　　一 但　　一 但 一　　　但

皿（b） H　　　一 H H ∬

一

鯉，仏664，伊562，563． …211 （209）210 208 208

西396．白草671， 1 1
独施行條例草73 本 一　　　本 7　1　　　一一　　1

但　　一 但

H H　　一 H　　　一一　n

lcf，第五章 地役（財215－292）］ 1212－237］ ［210（211）一238］ ［209－2銘］ 1209－238］

第二節 第二節 第二節 第二節

所有権ノ取得 所有権ノ取得 所有権ノ取得 所有権ノ取得

第一款　先占 （第一款先占）

凱L．聖2，3．仏539，713，襖38L382．386，9－238 239 239 239
387，蘭639－640，伊71i，ゲヲー503， 1 一　　1　　　一 1　　　一 1
グラウプユンデン189，190，ツコーリヒ195，202． H 一　　H　　　一 H 一　　H

モンテネグ074，75，78，西6！0，白茸736，

独1草903－905，独2草873－875．

普1部9章9．14－18，索227．228，294．

加1006，紐草440

1 ［
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet、 ②Projet、 ③Projet． ④Projet． ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法孝

1『’6d． 2●Od． 1887 皿ouvelle6d， Motlfs．

（‡1889） a．修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

④仏1807年7 、33 33 一33　　　一＿33 ＿32 533 533

月16日法律55． 本　　　一 本 、・533

1858年2月8日 但　　　一一　但
デクレ

②仏650 一34 34 ＿34　　　＿＿34　　　一一33 534　　一一534 534

②仏552 ，35 35 35 35 34 535 535 535

1 1 一　　1 一　　1 1 1　　　一 1 1
H
皿
（

寧）

H
皿

一　　H　　　一
一　　皿　　　一

口
皿

一　　皿

一　　皿
H　　　一
皿（但）一

H　　　一
皿（但）

一　　H

　　皿（但）

w w 】V

＼　IV IV w IV IV

一

②仏552 、36 36 36 36 536 536 536

1　　　　一 1 一　　豊　　　　一一　　1 本　　　一 本 1
11 11 一　　置1　　　一

1星 一35 但　　　一一　但 11

37 37 37 37 36 537 537 537

1 1 1 1
． 1 1 1

②伊439 1 　　1
（桝1）

／　　　　1

　　　（零i） 一　　　　1 1 本　　一 本 本

1！ 9／　　　11

（桝ii）　／ （‡iD 一　　　　11 11 但　　一一　　但 但（b）・

H H 一　　H（‡一）一 H
（＊1・289∬）

皿　　　一 皿 一　　皿（零一） 皿

（＊皿）

（＊IV）

】V

H H　　　一 H H（b）

皿　　　一 皿 皿
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旧民法（邦文資料）

取調委員会

⑩再調査案 ⑪下付案

法学研究69巻9号（’96：9）

元老院

⑫再下付案 ⑬上奏案・

枢密院・正文

（⑭⑮）⑯正文

蜀．f㎜L，酉皿皿，
独1草905H，皿，

独2草875H，H【

聖とL，明8年4月66号布告内国船難破及漂流物
取扱規則29一．明9年4月56号布告遺失物取扱規則，

明27年5月18日政府提出遺失物取扱規則中改正法
律案，仏7！7．漢389－394，伊715－719，ヴヲー507，

グラウプユンデン19H93．195，ツユーリヒ196－198．

西615－617，モンテネグロ82－90，白草739，740，

独1草910－927，独2草880－897，普1部9章19－72，

普1879年3月24日法律23，索239－243，

加1864－1871，紐草938－945

　　　　　1　　　　1
狙＿23．明9年56号布告遺失物取扱規則6，

明10年9月内務省甲2号布，明14年2号告，
仏716，漢395－401，蘭642，伊714，ゲヲー506．

グラウプユンデン194，ツユーリヒ199－201．モ万ネゲロ79－81，

西351，352，614，白草738，幽
独麹8．普1部9章82．83，86－88，97，
索233－238

虹12，仏552－564、漢407－413，417－422，

蘭643－660，伊448－461。ゲヲー351，354－362，

グラウフ’ユンデン196，200，201．ツユーリヒ】26－132，

モンテネグロ35－44，西358－374，白草597－608，

独遅一弧，索284－287
　　　　　l　　　i
取7，14，逓、仏565－568，漢414，415，蘭663，

伊463－467，ゲヲー364，グラウプユンデン198，199，

ツユーリヒ208，209．モンテネグ070，西375－380，

臼草609，610，一L
独一五，普1部9章298－312，
索247。252

　　　　　1　　　1
取1ヱ，仏569，襖414，415．蘭662，伊471n．
ゲヲー364，グラウプユンデン198H，ツユーリヒ208，209，

モンテ神’ロ71．西381，独1草8911，独2草8621，

普1部9章307

　　　　　1　　　1
塑，仏573，574．585．襖414，415，
蘭662，663，伊471．472．ゲヲー364，

グラウフ’ユンデン198，199，ヲユーリヒ208，209．

モンテネグ070、7L西38L382，白草613，614，

独1草892，独2草863，普1部9章298－312，索248

　　　　　1　　　1
塑、仏570．571，572，襖414，415，蘭661，
伊468，469，470，グラウプユンデン198．199．

ツユーリヒ208，209．モンテネグロ68，69，西383，

白篁611，612，独1草893，8％，独2草865，

普1部9章298一，索246，加1028 1032，

紐篁452－456

　　　　　1　　　1

C　現行民法

法典調査会

⑰（主査会）原案・⑱整理会原案

・239
　　本

　　但

〔（195）1961

第二款　　　（第二款
遺失物及ヒ　　遺失物及ヒ
埋藏物　　　　埋藏物）一
．24。’‡’簡＝』

　　　　　　1

一241

　　本

I
I
1…

1　（241）240
1

4一　本

帝国議会・正文

⑱衆議院議案

［195］

（⑳）⑳正文

⊥d95，

但 但

二240（b）

，240

－
本
42

i　241（b）

　　本
　　但　　　一　但

第三款　　　　（第三款
添附及ヒ加工　　添附及ヒ

　　但　　　一　但

　　　　　　冒！－……一－．．．－．．…一．

一243　1（243）242
　　i　　－1－　i
　　　　　　レ　　11　　　一←一　　11
　　　　　　卜

・244

・245

・246

　　1

H

本
但

2
本
但

42

243

　1

　11

（244）243・　　244

（245）244

（246）245

　1

　　本

　　但
　H

245

　
本
但

直
U
1

42

H

2
本
但

24⊥
十

　　243

T　l
噸一　　！1

244

245

　
本
但

魔
U
1

42

H
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet，

　1”6d．

②Projet，

　2●6d．

③Projet，

　1887
（零1889）

④Projet，

　nouveUe6d．

⑤Expos6des

　Motifs．

⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案 司法省法そ

a，修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

独1草船F　独 草864 ・・247 （247）246 247 247

財3田，370， 取9H，10．U．151－19，

　　I
　　H

…248

　1　　　－
　H　　　一

（248）247一 ・248（b）

1　　　－
H　　　一

一　　1

－　　H

・248
仏554，555， 576，577，漢415－420，

蘭656－661．663， 伊449－452， 464，468，469．

470，472，474， 475，ゲヲー354， 355，364，

グラウプユンデン198， 199，ツユーリヒ209．

モンテネグロ72．73． 西360－365，378－383，

白草599．600， 615．616．独1草897．独2草866，

加！033，紐草457

38
　1

　　本（b）・

37
　1

　　本　　一

　37

　　1
一　　本　　一

37
　1

　　本

37
　1

　　本

第三節　共有　第三節　共有
｝
一
イ 暫・

第三節　共有 第三節　共有

但（b） 一　　　但　　一 但 一　　但
≒・

闘⊥，伊675， グラウプユンデン209． ツユーリヒ110． 、249 （249）248

モンテネグ田031， 西394，独1草765H， 本　　　一一　　本 　　249
不 一249

独2草769H， 普1部17章44，索331 但　　　一一　　但

H
　
本
　
　

一

H
　
本
　
　

一

H
　
本
　
　

一

H
　
本

H
　
本

但 一　　　但　　一 但 一　　但 但

泌．漢839， 伊6741，グラウプユンデン208， ［254］ ［（254）253］・・一 250 一250
西393H，独！草764，独2草678，
普1部17章2， 44，索328，334

I
皿 一　　皿　　　一 皿 皿

1　　皿

・一（d）

W（b） 一　　IV 一　　IV
・丁

IV

塑．漢833－838，f幽，グラウプユンデン21L ［251］ ［（251）250］ ［252］ ［252］

ッユーリヒ112，モンテネグロ104，105， 醐，398，
白草939，独1草7651，皿．766，
独2草680，681． 普1部17章！2， 19．20

V　　　一 V　　　一 V
↓V ‡V

謎，漢839， 伊6740．676．グー・り
［252］ 一［（252）251］ 一［253］ 一［253］

洲】．モンテネグ0103n，106， 西3931，395，
独1草766，2篁鮒．普1部17章46－48

M M　　　一
v［

一　　M
十・

劃，伊673，

欄
西3921， ［253］ ［（253）252］一 ・［254］ 一［254］

39
　1

　　i（b）　一

38
　1

　　i　　一

38
　1

　　i

　　38
　　　1

－　　　i

38
　1

　　霊

　ii（b）一

H
　ii　　－
H

ii 一　　　ii 一　　　ii ・一（d）

本　　一
但

本　　一
但

n 一　　且 一　　H 一一（d）
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案 司法省法宰

1『●6d． 2●6d． 　1887
（零1889）

nouvelle　Od． Mottfs．
a．修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

②（掌） ・38

・1…

　38 詔 38 37

伊673－684 1
1

538
　1

538

　1

538

　　1

i
i

　i

1 1　　　　＼

＼　　1 本　　一
但　　一

本
但

本　　一

但　　一

H H（舞零H）　　一 一　H
＼　　E

本
但
　
　

一

H 豆（”零皿）一 皿　　　＼一
＼　　H【

皿 H H 皿

IV 皿　　　一一　皿 w（b）皿 一　皿（繊IV）一一　w　　　　　　　＼
＼　　IV

w 一　IV（宰鉾V） V
＼　V

／

V IV　　　一 一　IV V

V　　　一
　　V（8”Vb

－　　　i

　　　V［

一　　　i　　一

M
　
l
　
　

一一　M V（但）一 V（但） M
i　i　　一 i　i　　一 一　　　i　i

②（＊）伊676 ．39 39 39 39 38 539 539 539

④伊679 1 一　　1　　　一 1　　　一 1　　　一一　1（＊） 1 1 1
i　　一 i 童

n
　　　H

－　　　i
　　　H

－　　　i　　一

H
　
i H

　i　i　－
H
　
本
　
　

一

n
H
本

i　i

H
本

i　i

一　　　u　　一
i　i 但　　一 但 但（b）
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料）

取調委員会

⑩再調査案

40

1（b）

n（b）

皿

w

本（b）

但

41（b）

元老院

⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案

枢密院・正文

39

1

H

皿

w

本
但

（⑭⑮）⑯正文

腔LL，襖828．
ク●ラウフゆユテ炉ン21

普1部17章10，
　　　　　　H
　　　　　　12

十

H

皿

本
但

834，835，伊677，
　西397．独1草763，

　59，索333

39

　
　
　
　
本
但

I
　
　

H
　
皿

－
串
十
十
丁

幽二皿，取153，407，
蘭1112，

ッユーリヒ114

白草942，

独2草681，

［cf．財37M

［cf．財37V〕

［cf．財37Ml

〔cf．財37H］

238、財23H

伊681，ゲヲー752，

　モンテネゲ0108，

944，圖皿

39

1

H

皿

本
但

仏815，襖830，M81．

　グラウプユンデン212，

西400，1051，1052，

一，普1部17章75，76，270、289．索151，337，338

w

取104，105．154，4Ω豊．

蘭1120－1126，

グラウプユンデン212，

1059－1062，白草951，

普1部17章87，89，io3

4！2．

伊986－997，ゲヲー756，

　ツユーリヒ115，

　　　952，独1草769
　　　　索339－344

w

208．

w

227，凱

仏823－828．831－838，漢841，

　　　757，761－763，

116，モンテネグロ109，西402，404，

　　　　独2草688－690，

凱幽
取410．411．仏820，82L882，

蘭1113，伊680．酉螂，

白草983，魍
　　　　　1

C　現行民法

法典調査会

⑰（主査会）原案1⑱整理会原案

一250

・251

　　本

　　但

一252

　　1
　　n
　　皿追加

一253

　　1
　　H

・254

・255

・256

　　1

H

本
但

一誓（250）249

擁：li

H
皿

（253）252・

帝国議会・正文

⑲衆議院議案

251

（⑳）⑳正文

皿

・257

・258
　　本

　　但

．259

　　1
　　H
　　皿

．260

　　1
　　H

本
但

251

⊥
　　－　　　冒

　　252　　　　　　　　　252
　　　本　　　　　　　　　　本
　　　　　　　　　　但　　　但

（254）253・

！．．（255）254

工
ー
＋

（256）255

　1

H

IH

本
但

本
但

［250］

　　255

　　256

　　　1

　　　　本

　　　　但

　　　H

十　本
一　　　但

（257）256・

（258）257

　本

　但

（259）258

　1

　H

　皿

（260）259

　1

　H

［cf．254］

257

258

　本

　但

259
　1

　且
［cf．254］

260
　1

　H

［250］

255

256
　1

坤一　　本

十，但

1一一　　本

　　　　但

257

258
　本

　但

259
　1

　H

260
　1

　H
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Pmjet， ④Projet， ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法得

1・’6d． 2・6d． 1887 且ouvel　le　Od． Hotifs． 1（零1889） a．修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

②仏815，

40

　1　　　一

40

　1

　　40

－　　1　　　一

40

　1　　　一

39

　1

540

　1

　　本　　一

540

　1

　　本

540

　1

　　本
（零）伊681

H H 一　　H　　　一 一　H　　　一 H

　但　　一
H
　
本
　
　一
　
但
　
　

一

　　　但

　　n
一　　本
　　　但

一　　但

　　　H

皿 皿 一　　皿　　　一 皿

　　　皿

←　　　i

皿
　
本
　
　

一

皿
　
本

皿
　
本

i　i 但　　一 但 但（b）・

②（＊）伊683 IV　　　一 IV　　　一 一　】V　　　一 IV IV IV　　　一 w IV（b）

41 41 一41
　（841）

41 541　　一541 541
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法学研究69巻9号（’96　9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

取106．156． 姻、419．仏884－886． 襖922． 一261　　一 （261）260一 一261　　一 261

蘭1130，1131， 伊1035－1037， ウ’ヲー796－798，

西1069－1072， 白草992－994，独1草771，

独2草693，普1部17章97，索2352

駈，商134、
i

254，仏842． ・262 （262）261 262 262

蘭1127，n28， 伊999， 1 1 一　　1 一　　1

ゲヲー768、西1065， 1066 H
　
i
　
i
i

H
皿
　
i

一　　n

　　　皿

　　　　i　　一

一　　丑

　　　皿

　　　　i
　　1ii　一
　皿

263
（乙7－2。）

　　H　　－
　w

（264）263

　　　　il　　－
　　　IV

一・263

　一　　u
－　　IV

－263

漢825，伊673， 西392， ・264 （264）263 264 264

独1草7621， 2草6771 本　　　一

但　　　一
一　本　　　一

　　但　　　一

一　本
一　但

一　　本

一　但

42

　　1　　一

40

　1　　　一

40

　1　　　一

　40
－　　1　　　一

　40
－　　1

H（b）一 H　　　一一　H　　　一 H 『 H

皿　　一 皿　　　一 皿　　　一 皿

一
皿

w　　一 w　　　一一　　w　　　一 一　IV w

財⑳，仏664， 伊562．563， 、211 （209）210 208 208
西396，白草671， 1 1
独施行條例草73 本　　一一　　　本 7　1　　　一 1

但　　一 但

H H　　　一一　∬ 一　　u

　
1

昭 41

　1　　　一

41

　1　　　一

41

　1
一

41

　1

H H H H H ［cf．88H］一 ・［90H］ 一［87H］ 一［87田
本　一 本　　一 本　　一一　　本

一
本

但　一一　　但 但　　一一　　但 一　　　但

44 ＿42 ＿42　　　一一42　　　一＿42 一一（d，⑲c）

1。　　一 1。　　・一 1。　　　一 一　1。　　一一　10

2・ 一　　2。　　　一 2・　　　一 2・ 一　　2。

3・　　一 3・　　　一 一　3・　　　一 3。 一　　3・

40（b）　一 4。　　　一 4・　　　一 4。

｝
4・

5。

5。　　一 5。　　　一 5。 5。

6・ 6・ 一　　6・ 一　　6・

7。　　一 7・　　　一 7。　　　一 7。 一　　6。

45（b） 43 43 一43 ＿43 ・一（d，⑲c）
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤EXPG騨des ⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案 司法省法律

1”6d． 2。6d． 　1887
（零1889）

nouvel　Ie6d． Mo　t　l　fs．

a，修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

②仏664， 一42 42 42 42
三』4・

542 542 542

（3）σ｝562－564 1　　　一 　1

（岨）

一　　I
　I

　　　H

一　　1

I
H

1　　　一 1
I
H

H
　
i H（零皿）一

丁
　
　
　
皿

H
H
　
i
　
　

一

H
　
i

i　i 皿（＊w）一

（零皿）　　一

　w　　　ザず・ 皿
w

皿（＊）

IV

　i　i　一
皿
　
i
　
　
－
　
i 　i　一

一　　　i　i

　　皿
一　　i

　　　i　i

皿
N
　
i
　
i

　i

43 43 一43（＊431）r・

43

　1

41

　1 543　　一543 543

④仏1615 （零II＝16皿h

n
H

［516皿本］

44 ＿44 ＿44 一44　　　一一42 544 一544

［516皿本］

544　　＿
1。　　一
2・

一　1。

　　20

　　　　i

一　　1。

　　　2。

一　　　i

一　　1。　　　一
　　　2。

一　　　i

一　　1。

　　2・

1。　　　一
2。

　本　　一

1・

2・

　本

1・

2・

　本（b）・

翔 i　i 一　　　i　i 一　　　i　i 但　　一一　　但 但
3。 一　　3。

3・

3。

3・　　一
3。 3・

40 4。 一　　40 一　　4。
4・

4・　　一
4・ 4。

5・ 5・ 一　　5・ 一　　5・ 一　　5・ 5。　　一
5・ 5。

6。

7・

60

7。

　i

一　　6。

　　　7。

一　　　i
　　　6。

一　　　i 一　　6。

6・　　一
7。

　本　　一

60

7。

　本

　　　6。

　　　7。

一　　本　　一
、／　　i　i 一　　　H 一　　　l　i 但　　一 但 但

45（条数のみ） 、45 。45 545　　　＿ 545 545（b）

（脚45） （零45）

一45 ，43
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法学研究69巻9号（’96二9）

旧民法（邦文資料） C 現行民法

取調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

第二章 第二章 第二章 第二章 第二章

用益権、使用 用益権、使用 用益権、使用 用益権、使用 用益権、使用

権及ヒ住居横
（b）

権及ヒ住居権 権及ヒ住居槽 権及ヒ住居橿 椹及ヒ住居権

策二範 第一節 第一節 第一節 第一節 一（乙8－1●）

朧
用益権 用益権 用益権 用益権

一・トー・

．44 ＿44 ＿44　　　一一44

第一款 第一款 第一款 第一款 第一款

屋益撞ノ設定 用益権ノ設定 用益権ノ設定 用益権ノ設定 用益権ノ設定

47

　1（b）

　　45

－　　1　　　一

　45

－　　1

　　45

－　　1　　　一

45

　1

H 斗一・ H（b）

T　H　一 H
皿 日」　皿　　　一 皿 皿　　　一 皿

W
V

一　　w w 工卜 IV

M（b） 一　　V　　　一 V ＿v　⊥ V

48

　1（b）

　　46

－　　1　　　一

　46

－　　1

　　46

－　　1

　　46

－　　1

E（b） 豆 R　　　一一　皿 H

49

　1（b）

　　47

－　　1　　　一

47

　1

　　47

－　　1

　　47

－　　1

H（b） 一　　H　　　一 H 一　　H　　　一 一　H
　HI（b）

50

一　　皿　　　一

　　48

　皿

48

一　　皿　　　一

　　48

一　　皿

　48
I
　
i
（ b）

　　　1

－　　　i

　　　1

－　　　i

　　　1

－　　　i

　　　1

－　　　i
ii 一　　　ii　　一 ii 一　　　ii 一　　　ii

H（b） 一　　II　　　一 H 一　　H 一　　E
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法1

1”Od． 2●ed． 　1887
（零1889）

noロvelle6d． Motlfs．

a．悠正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

C五apitre　H． CH㎜H． CHAPITRE　II． CHAPiTRE　H． CHAPITRE　H． 第二章 第二章 第二章

脱rusロf耐t， DE㎜，
DELゆUSUFRUIT。 DEL’USUFRUIT， DEL’USUFRUIT． 用牧権、使用 風収櫨、使用

騰彌de1’usage

㎜
DEL’USAGE DE　L’USAGE DEL’USAGE 権及住居檀 構及住居槽 及豆住居権

et　de

皿
ぜ『DE ET　DE ETDE

rhabitation．

一．
L’HABITATIO麗． L’臥BITATIO冠． L’HABITATIO匿．

㎜
DISPOSmON

㎜PRεLl剛NAIRE．
暇
一

46 46 46 46 546 546 546

④仏578 1 1　　　一 1　　　一 1 ，44 1　　　一一　　1 1
H H　　　一 H　　　一 H H　　　一一　　H II　　　・

Section．1” S㎜ SECTlO判 SEα『10N

贈
第一節 第一節 第一節

De ㎜．
PRE凹1εRE． PREMIERE． DE 用牧檀ノ設定 用牧楮ノ設定 用牧榎ノ設定

r6tablissement DE DE DE L’εTABLISS麗NT

de　rusufruit． L’ETABLI＄E㎜ L’ETABLISSEKENT DEL’US口FRUIT．

一，
DE　L’USUFRUIT． DEL■USUFgUIT、

47 47 47 47 45 547 547 547

②仏579 1 一　　1　　　一 1（零一）

（零1）　　一 1　　　一一　　1 1　　　一 1 1（b）

H 一　　H　　　一 H　　　一 H H H　　　一 H H
皿 一　　皿　　　一 皿　　　一 皿　　　一 皿 皿　　　一一　皿 皿

（‡零率】V）　　一 IV　　　一 w　　　一 琿 w
IV（”車V）一 V Iv　　　一 一　IV V

（零V）　　一 V
】V V（零醐）・一 M（零一）一 V（＊） V　　　一一　V M

（珊）　　一 一　M

48 1’姫 48 48 46 548 548 548

　1

②仏580 1 一　　1　　　一 1　　　一一　　1　　　一 一　　1 1 一　　1 本
但

H　　　一

皿

　一　H　　　一

　　　皿

文　1　一

一　H　　　一
　　皿

　　　1　　　一

H
皿
　
1

H H　　　一
皿
　
1
　
　

一

H
皿
　
i

H
皿
　
i

ii　　一 一　　　ii　　一 ii H　　一 ii ii

49 49 49 49 47 549 549 549

1 1 1 1 1 1 1②仏581 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

＼

＼　　1 一

H 一　　H　　　一 H 一　　H　　　一 H H 一　　∬ ∬

皿 一　　皿　　　一 皿 一　　皿 皿 皿 一　　皿 皿

50 50 50 50 48 550 550 550

1 一　　1　　　一 一　　1　　　一 1　　　一 1 1 1 1
本　　一 本 本

但　　一 但 但

H 一　　H　　　一 H　　　一 H　　　一 H H　　　一 H 一　　H（b）
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料）

取調委員会

⑩再調査案

第二款

毘益煮ノ権利

元老院

⑪下付案

第二款

用益者ノ権利

51　　　　　49

1（b）⊥1

癬……・㈹

鋳覆
54　　　　52
　1　　　　　　1

⑫再下付案　　　⑬上奏案

第二款　　　第二款
用益者ノ橿利1用益者ノ構利

憲

枢密院・正文

55

56

H

，
－　
H

57

58

■
l　
h

1（b）

n（b）

1

H

本（b）

但（b）

53

54

55

H

．
－
　
一
1
1

56

1

H

1

H

，
－　
H

本
但

I　　　　　　I
本（b）　　　　本
但　　　　　　但

H（b）　　　　H

（⑭⑮）⑯正文

第二款

用益者ノ権利

　
　
　
　
　
　
但
一
　
　
　
　
但

　
　
　
　
i
h
h
｝
　
　
i
h
h
　
　
本
但
…
　
　
…
　
　
i
n

　
　
I
H
　
　
　
　
一
　
I
　
　
　
　
　
H
　
　
　
一
　
　
　
一
　
I
　
　
　
H
『
　
　
i
i

9
↓
〇
　
一
1
皿
2
［
3

4
　
　
　
　
一
5
　
　
　
　
　

一
5
　
い
5
　
　
　
『
5

1
†
寸
十
－
＋
π
！
⊥
十
十
牛
⊥
±
†
⊥
－
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組

　
　
　
　
本
但
…
　
i
一
1
1
n
　
本
但
…
　
一
　
i
一
1
1

　
　
1
H
　
　
　
…
　
I
　
　
　
　
H
　
　
↓
　
　
一
　
I
　
　
H
『
　
　
i
n

9
『
0
　
一
1
『
2
一
3

4
い
5
　
『
5
一
5
一
5

－
半
⊥
↓
＋
⊥
⊥
十
⊥
＋
十
＋
⊥
±
素
ー
±
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胆

　
　
　
　
本
但
…
　
i
n
n
　
本
但
…
　
…
　
■
L
1
1

　
　
1
H
　
　
　
…
　
I
　
　
　
H
　
　
…
　
　
…
　
I
　
　
H
…
　
　
i
n

9
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
　
　
一
1
一
2
　
　
　
一
3

4
　
　
　
　
・
5
　
　
　
　
　

一
5
　
り
5
　
　
　
一
5

54

1

n

55
　1

56

H

1

H

本
但

本
但

541半541

55

56

E

1

H

1

H

本
但

本
但

55

56

H

1

H

1

n

本
但

本
但

C　現行民法

法典調査会

⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案

．．t．

帝国議会・正文

⑲衆議院議案 （⑳）②正文
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料）

参照立法例

②仏600

②仏585

②（零）仏578，

　582

②仏583

②仏593

②仏586

②（料）仏584

②仏587

②仏589

①Projet，

　18●6d．

Section．　11．

Des　droits　de

l’usufruitier．

・51

　　1

　　H

・52

．53

54

．55

56

1

H

57

I
H

58

I
H

，
－　
h

I
H

1

H

，
l　
n

，
－
　
一
1
1

②Projet，

　2●6d．

SE㎜⊥【．

D一一．51

　　1

　　H

⊥

52

』1

†

1

H

■
－　
一
11

③Projet，

　1887
（‡1889）

SECTIOH　I　I．

DES　DRO盟TS　DE

L’USUFRUITIER．

51

　　1
　（零1）

　　H

52

1

H

響
－　
h

，、⊥菖3

、益

　　　　　　　5乳55

　1

　　　　　　　　H　H

　　　　　　　5656

　1

　　　　　　　　1
　　　　　　　　H　H

　　　　　　　　　童　　i
　　　　　　　　（零i）

　　　　　　　　　i　i　　i　i

　　　　　　　　（掌i　i）

　　　　　　　5757

　　　　　　　　1　1

　　　　　　　　H　∬（零）

　　　　　　　鴨58
　1

　　i

・1も鎚・

④Projet，　　⑤ExPos6des
　nouvel　le6d．　　　Hotifs．

SECTION　I　I．　　　　皿」ニニ

DES　DROITS　DE　　DES　DROITS　DE

L’USUFRU　lTIER．　L’USUFRUITIER，

51　　　　　49

　　1　　　　　　1
　　H　　　　　　II

52

1

H

一
1
π
旦

3
一
』
嶋

【
9
一
【
9

55

56

57

I
H

，
－　
n

1
一
H

I
　

H
一
　
1

　
　
一
8

　
　
一
【
9

口

50

1

H

”
I

n

－
一
2

5
い
『
0

53

54

55

■
－　
h

56

■
－　
h

I
l

I
H
1
∬

B
⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案

a，修正文（一1502） c．修正文（一1500）

第二節

用牧者ノ権利

551

　　1
　　H
　　　i

　　　i　i

　　　i　i　i（但）

552

　　1本

、1

55晃

　　　li

　　H

556

　　1

　　H
　　　i

　　　i　i

　557
　　1
　　　本
　　　但

　　H
　　皿

　558

　　1
　　　本
　　　但

　　H

雛
漏
脚
∴
亙
悪
’
阿
‡
蝿
識
凡
4
器
雫

司法省法径

⑨原案

第二節

用牧者ノ権利

551

　　1
　　H
　　　i

　　　H
　　　l　i　i（但）・

552

　　1
　　　本

　　　但

　　H
　　　本

　　　但　　一

553

554

　　1
　　　本

　　　但

　　H

555

　　1
　　　i

　　　i　i

　　n

556

　　1

　　H

　
　
本
但

7
『
1

55

　H

558

　1

　　本
　　但

　H
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料）

取調委員会

⑩再調査案

59

1

H

本
但

60

　本（b）

　但（b）

61

62

1（b）

H
　本

但（b）

1

n
i（b）

ii（b）

63（b）

64

65

67

1（b）

H

皿

1

本（b）

但

H
　本（b）

　但（b）

皿（b）

I
H（b）

皿

元老院

⑪下付案　　　⑫再下付案

57

1

⑬上奏案

n

8
本
但

5

59

60

61

62

63

64

本
但

　
　
本
但

I
n

1

H

1

H

皿

1

H

皿

I
H
皿

，
－　
h

本
但

本
但

枢密院・正文

（⑭⑮）⑯正文

8
本
但

5

59

60

61

62

63

64

I
H

58

　本

　但

59

I
n本　丁　本

但　　一h　　但

60

I
H

　
　
一
藍
U

－
丁
十
十
丁
㌣

I
H

1

H

皿

1

H

皿

I
n
皿

本
但

本
但

62

63

64

1

H

皿

1

H

皿

I
H
皿

本
但

本
但

8
本
但

5

59

60

61

62

63

・64

　
　
本
但

I
H

1

H

1

H

皿

1

H

皿

■
　
旦
　
一
1
1

本
但

本
但

C　現行民法

法典調査会

⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案

帝国議会・正文

⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料）

参照立法例

④仏588

②仏590，591

②仏592

②仏593

②仏59Q皿

②仏598

④ISecOs］

　仏5981

②仏596

②仏598H

　　173

①ProJet，

　1・・6d，

59

60

．61

I
n
I
H

②Projet，

　2。6d．

．62

I
n

　
I
H

3
『
4

魔
U
一
6

　皿

・65

　　1

　　H

　皿

・66

67

I
H
皿

③Projet，　　④Projet，　　⑤Expose　des

　1887　　　ロouvelle6d．　Motifs，
（零1889）

　　　　　　　　5959

　　1
（零＊率1）

闘・蜜
　　　　　　　　6060

十

61
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I
H

I
H

　
I
n
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…
餌

皿
一
I
H

…
蕊

皿
…
　
I
　
H
　
…
　
I
H
皿

…
6
6
　
　
…
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1　　　　　　1　　　一・」　　1

　
I
U
H

り
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零

6
　
　
（

　
　
－
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n
旦
－
1
1
里
－
三
翌
－
H
皿
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風
↑
…
6
5
＠
…
　
「
6
6
窯
「
6
7
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I
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皿
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I
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I
H
皿
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n
一
　
I
　
H
　
　
皿
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I
　
H
　
　
皿

61

…
6

2
　
　
…
63

．64

⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案

a．修正文（一1502）c，修正文（一1500）

　
　
本
但
　
…
　
｝
　
本
倶
　
　

－
烈
　
…
　
　
本
但
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－
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B
司法省法霜

⑨原案
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料）

取調委員会

⑩再調査案

元老院

⑪下付案　　　⑫再下付案
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B

参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法律

1n6d． 2・6d． 　1887
（零1889）

nouve11e6d． Hot玉fs．
a．修正文（一1502） c．修正文（一1500） ⑨原案

（零H） H H
（掌i）

　　　　、

ヤ　1
1

11

H
　
l
　
　
　

一

H
　
1
　
　
　

一

（＊i　i）

H（＊951）

　蓋

　　111

［951】

置1

ロ　　　ー 且1　　一 11

皿 皿　　　一 皿 皿皿　　　一 皿　　　一 皿
皿（象）

92 95 95
（零1）

［94H　i］

95 92
　1

［594H　i］

1
　
1
　
　
　

一

1
　
1
　
　
　

一

［94m　i］・

1（＊H）

　　1

1
1
1
1 595 595

［594H　i　l］・

595

11　　一 11　　一 　　H
（零H）

n
　

l（零）

1
　
1
　
　
　

一

1
　
1

1
　
1

H 　11　　－
H　　　一

　11

H
　11

HH　　　一 H　　　一一　E（零皿）
皿（零）

11

93 96 96 96 93 596 596 596

②仏6121 1　　　一 1　　　一 1　　　一＿　　1 1（‡） 1　　　一 1 1
②仏610 n　　　一一　n　　　一 H　　　一 H H n　　　一 H H

94 97

　1

97 97
　1

94 597 597 597

②仏611．1024 1　　　一 ＼
＼　　1 1 1 一　　1　　　一 1

②仏874 H　　　一一　n　　　一 H　　　一＿　　H H H H H
本　　一 本 本

但　　一一　　但 但

②仏612 ．．95 98 98 98 598 598 598

1　　　一一　　1　　　一 1　　　一 1 一95 1　　　一 1 1
H　　　一一　　H　　　一 II　　　一 H 1・

H　　　一 且 H
皿　　　一 皿　　　一 皿　　　一 皿 2・（零） 皿　　　一 皿 IH

IV　　　一 IV　　　一 Iv　　　一 一　IV
3・ IV　　　一 w w

②仏6M 96 99 99 99 96 599 599 599

1　　　　一 1　　　　　一 1　　　　　一一　　1　　　　　一 1 1　　　　一 1 1
11　　　　一 一　　n　　　　　一 11　　　　一 11　　　　一 n 11　　　　一 11 11

②仏613 一一一97 100 100 100 97 600 600 600

1　　　一一　　1　　　一 1 1 1 1
（＊1）　　一 1

I
H

1　　　一 1 置

H　　　一一　　H　　　一 一　n　　　一一　　H 1 11　　一 11 l　l

H　　　一 H H
皿　　　一 皿　　　一 皿　　　一 皿 11 皿　　　一 皿 皿

IV　　　一 Iv　　　一 IV　　　一 lV　　　一 一　皿 IV　　　一 一　IV IV

98 101 101 101 98 601 601 601

1　　　　　一 1　　　　＼ 1
＼ 本 一　　本 1… 蓋

u　　　　　一 n　　　　　一 11　　　　一 11 11 但　　　一 但 11
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法学研究69巻9号（’96：9）

旧民法（邦文資料）

取調委員会

⑩再調査案

第四畝

思益権ノ消滅

102

　1・

　2・

　3・

　4・

　5・（b）

103

　i

　ii

104

　本（b）

　但（b）

105

　1

　H

106

　1（b）

　H（b）

107

1（b）

H

III（b）

　1（b》

　H（b）

108

109

　l

　ii

　ili（但）

元老院

⑪下付案

第四款

用益権ノ消滅

⑫再下付案　　　⑬上奏案

99

P
2
・
㍗
4
。
駐
…
O
i
n
…
1
本
但
…
2
1
H
…
3
1

　
　
　
　
一
〇
　
一
〇
　
一
〇
　
『
0

第四款　　　第四款

用益檎ノ消滅用益檬ノ消滅

枢密院・正文

（⑭⑮）⑯正文

H
一
』
冊

一
〇

1

H

皿

105

第四款

用益椹ノ消滅

に1：筆1：

ll特轄
聖＋壁陣

　　　ii　T1．…璽．r一．主主．．

鷺II鞍
　　102　　1102　　102

計、1端
　　　1　⊥I　　I
　　　　　　　F

　　　H十．奮　n
　　104　　　　　　　　104　　　　　　　　104

　　　　　　　1

　　　1　　　＿　　I　　　　　　I
　　　　　　　l

　　　H　　　一一　H　　　　　　H

1109il

l109iil

［109iu（1

皿

105

皿

105

皿

105

C　現行民法

法典調査会

⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案

1
4
1

帝国議会・正文

⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料）

参照立法例

②仏617

②仏619

②仏622

④仏618

④仏618

②仏618H

②仏585H

①Projet，

　1『●6d．

SECTIOH　IV．

DE

L曾EXTINCTION

DE　L’USUFRUIT

・99

　　1
　　H
　　　1。

　　　2。

　　　3。

　　　4。

　　　5・

100

②Projet，　　③Projet，
　2．　Od．　　　　　　　1887

　　　　　　（零1889）

　SECTION　置V．

　DE

　L’EXTINCTION

　DE　L’USUFRUIT．

　　102

　　　1

－　　H

±1：

±1：
⊥　5。

　　103

④Projet，

　nouve監Ie6d．

101

・102

　　1

　　H

103

』
帰
1

0

H

皿

．105

・106

　i

　il

　SECTION　I　V．　　　　SECTION　I　V，

　DE　　　　　　DE

　L’EXTIHCTION　　　L’EXTINCTION

　DE　L曾USUFRUIT．　DE　L’USUFRUIT．

　　102　　　　102

　　　　ll；1：

　　103　　　　103

104　　　　104　　　　一「

105　　　　105

　1

H　l
　皿　　　　皿i

　　　　　　　　“ll、

108　　　　108
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　H
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I
H
一
7
1

　
　
一
∩
U

H
皿

108
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　1
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一
監　
H

⑤Expos6des

　Motifs。

胱DE
L－EXTI　NCTION

DE　L’USUFRUIT．

99

　　1
　　H
　　　1。

　　20
　　3・

　　4。

　　5・

　100

101

102

　1

　H

103

　1

　H

104

　1

　H

　I皿（＊）

105

口09i］

［109ii］

B
⑥⑦⑧民法編纂局案・元老院下付案 司法省法1

a．修正文（一1502）
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用牧権ノ消滅
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c．修正文（一1500） ⑨原案
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602

　1

　H

1
2
3
4
5

03

　
…
0
4
本
但
㎜
0
5
1
H
㎜
0
6
1
　
H
…
0
7
1

6
・
6
　

博
6
　

一
6
　
　
一
6

H

皿

608

609

　i

　ii

　lii（但）

第四節

用櫨ノ消滅

　
・
。
。
。
。
一
　
　
　
↑
　
　
　
一
　
b
b
一
　
　
　
　
一
　
　
　
．
1

　
1
2
3
4
5
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
（
（
一
　
　
　
　
一
　
　
i
i

2
1
H
　
　
　
　
…
3
i
一
1
1
…
4
本
但
…
5
1
H
…
6
1
　
H
…
7
1
　

H

O
　

■
0
’
0
『
〇
一
〇
一
〇

6
一
6
一
6
一
6
一
6
一
6

皿

608

609

　i

　ii

　I監L（但）

185



法学研究69巻9号（’96：9）

日民法（邦文資料） C 現行民法

洩調委員会 元老院 枢密院・正文 法典調査会 帝国議会 ・正文

⑩再調査案 ⑪下付案 ⑫再下付案 ⑬上奏案 （⑭⑮）⑯正文 ⑰（主査会）原案 ⑱整理会原案 ⑲衆議院議案 （⑳）⑳正文

110 106 106 106 106
本 一　　本　　　一 本　　　一 本 一　　本

　但

111

一　　但　　　一 但　　　一 但　　　一 但

112　　－

113（b）

　本（b）

107
　1

　　1　　　一

107
　1

　　1　　　一

107
　1

　　1　　　一

　107
　　1
－　　　　1

　但（b）

113

改正1
　　本 11 11　　一 11 一　　　　11

但 iii（但） 一　　iii（但） 一　　　iii（但）一　　　iii（但）

新H H　　　一 H　　　一 H H

114 108 108 108 108

1 一　　1 1　　　一一　　1　　　一 1
　且　　　一

115

n H　　　　一 H H

I
H

109 109 109 109
［109i】

1　　　　　一 i　　　　　一 1
i（‡）

［109nl 一　　11　　　　一 U　　　　　一 11　　　　一 11

［109iii（但）】 一　iii（但）一 ii　i（但）一一　　ii　i（但）一 iii（但）

麺 第二節 第二節 第二節 第二節 一（乙8－20）

撒
使用権及ヒ 使用構及ヒ 使用権及ヒ 使用権及ヒ

躍
住居権 住居権 住居権 住居橦

116 110 110 110 110

1 一　　1　　　一 1　　　一一　　1　　　一 1
H 一　　H　　　一 H　　　一一　　H　　　一 n
皿 一　　皿　　　一一　皿　　　一 皿 一　　皿

117（b） ・111 111　　一一111 111

118 112 112 一112 一112

119 一113 ＿113 一113 ＿113
120 114 114 114 114

1 一　　1　　　一 1　　　一 1　　　一 1

H　　　一 H　　　一 H　　　一 H　　　一 口

皿（b） m　　　一 皿 一　　皿 一　　HI
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旧民法・現行民法の条文対照表

A　旧民法（仏文資料） B
参照立法例 ①Projet， ②Projet， ③Projet， ④Projet， ⑤Expos6des ⑥⑦⑧民法編纂局案 ・元老院下付案 司法省法律

1n6d． 2・6d． 1887 丑0ロ▽elle6d． Motlfs．
（零1889） a．悠正文（一1502） c，修正文（一1500） ⑨原案

②仏624 ・107

　　1　　　　－

　　11　　　　一

110

　旦

　監1

熟． 一110　　一 106

610

　本　　　一
　但　　　一一

610

　本

　但

610

　本

　但

108 111 111 111 611 一611 一611

尋 107

②仏1841年 109　　一一112 十112 一112
　　　1

－　　　i（零） 612 一612 一612
3月3日法律39

②仏1841年 一110 一113 ＿113（零一） 613 613 613

3月3日法律39

111 114

（零113）

　（＊i）

　（＊H）

114

113

114

　　ii（＊）

　H

108

　本　　　一

　但　　　一

614

一　本
一　但

　614

　本

　但

614

1　　　一一　　1 一　　1　　　一 1 1 1　　　一一　　1 1
n　　　一一　　H n　　　一一　∬ 一　　H H 一　　H H

③（零）仏704 皿 一　　皿　　　一一　皿 m 一　　皿 HI

②仏615，616 一一112 115 115 115 615 615 615

1　　　一一　　1 ⊥　1　　＿ 1 1 一　　1 1
H H 一　　H　　　一 一　H H　　　一 H H

【109i］

［109ii】

［‡109ii］　一

一［109i】

　　［109ii】

109
　i（＊）

　L1

APPE擢DICE． APPENDICE， APPENDICE． APPENDICE．

㎜
附録 附録 附録

匪GLES 殖GLES 匪GLES 湛GL圏

㎜
使用櫨二 使用椹二 使用権及上

PARTICULlεRES P餓TICULl2RES PARTIC皿，1εRES PAMI肌IERES ㎜ 特別ナル規則 特別ナル規則 住居螢二
AL’USAGE　ETA ムL’USAGE　ET　A A　L－USAGE　ET　A A　L’USAGE　ET　A 特別ナル規則
L”HABITATION． L’HABITATION． L’HABITATION． L●HABITATlON．

113 116 116 116 110 616 616 616

②仏630 1　　　一 1 一　　1　　　一 1　　　一一　　1 1 一　　1 1
②仏632，633 H　　　一 H 一　　且　　　一 皿　　　一一　∬ H　　　一 H　　　一一　　且　　　一

②仏625 皿 一　　皿　　　一 皿　　　一一　皿 皿 一　　皿 皿

②仏630．632一 ・114 117 117 117 111 617 617

1　　　　一 1 一　　1　　　　　一 1　　　　　一一　　！ 1　　　　　一 1 、・617

11　　　　一 11 11　　　一 11 11 匪1　　　　一 11

・115 118 ＿118 112 618 ＿618 618②［Co皿P．〕

仏628．629 118

②仏631，634・一 一116 一119　　一 一119 一119 一113 619 ＿619 一619　　一

117 120 120 120 114 620 620 620

②仏626

I
H

1 一　　1 一　　1 一　　1 1 一　　1 1

②仏627 H　　　一 H　　　一 H　　　一 H H 一　　H H
②仏635 皿 皿　　　一 皿　　　一 皿　　　一 皿 皿 一　　皿 皿（b）

（118－120欠）
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